
一117一

第2章 暮 らしの中の通信

今 日,郵 便,電 話,放 送 といった基幹通信 メデ ィアを中心 として,通

信は,暮 らしのあ らゆ る場面で定着 している。 また,国 民総支出 の半 分

以上 を家計支 出が 占め る我が国経済 の中にあ って,暮 らしの中で通信が

何を果 た し得 るかは,通 信の発達 のみ な らず,経 済の発展 に とって極 め

て重要 な課題 である。 こ うした中で,本 章では,郵 便,電 話,放 送 とい

う基幹通信 メデ ィアを中心 と して取 り上 げ,暮 らしと通信 の結び付 きの

現状等を踏 まえ,将 来を展望す ることに よ り,通 信 の一層 の発展を図 る

ことが重要 である。

第1節 暮らしの中の通信の役割

個人生活における価値観の多様化やニーズの高度化 ・多様化により,

個人の通信利用 目的は多様化するとともに,国 際化の進展,産 業構造の

変化をはじめとする社会経済状況の変化が,暮 らしの中における通信の

役割をも変貌 させつつある。

本節では,暮 らしの中における通信利用の変化,通 信メデ ィアによる

企業 と個人の暮らしの結び付きの変化を分析するとともに,通 信 と暮 ら

しの中の情報化の進展 との関係を も考慮 しつつ,暮 らしの中の通信の役

割について概観する。
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1暮 らしと通信利用の変化

今 日の暮 ら しの中の通 信の利用形態 の特徴 としては,メ デ ィアの利用

目的 の多様 化 と企 業か ら個人へ の通信 の増大 が挙 げ られ る。

(メデ ィアの利用 目的の多様 化)

今 日の暮 らしの中では,メ デ ィアの利用 目的が多様 化 してい る。例え

ば,テ レビについ てみ ると,昭 和31年 に総理府が実施 した 「マス ・コ ミ

ュニケーシ ョン」に関す る世論調査では,テ レビを見た こ とのある人が

よ く見 る番組 として,「 スポ ーツ番組」(37%),「 演芸 ・演劇番組」(16

%)が,「 ニ ュース番組」(10%)を 上 回っていた。 しか し,そ の後,テ

レビの普及 が進む につれ て,報 道番組,教 育 ・教養番組,さ らには ロー

カル番組等 も逐次充実 され,総 合的 内容 を もった メデ ィアへ と発 展 して

きた。 そ して近年 においては,番 組 内容では報道番組 の割合が高 まって

い る(第2-1-1図 参 照)。62年 に 総理府 が実施 した 「暮 らし と情報

通信に関す る世 論調査」(以 下 「62年世 論調査」 とい う。)に お いて も,

テ レビ視聴 の 目的 として 「ニュースを知 るため」(83.2%)が 「娯楽 の

ため」(73,1%)を 上 回るな ど,テ レビジ ョン放送開始 当時 とは異 なっ

て,報 道番 組の ウェイ トが高 まってい る。

また,CATVに つ いてみ る と,自 主放送 を行 う施 設数が51年 度末の

22か ら61年 度末には108と 増加 してお り,当 初 の難 視聴解消か ら多 目的

利用へ と進展 してい る。

さ らに,電 話 の利用 目的 については,「 通知 ・連絡」,「お しゃべ り」,

「近況報告」,「 あいさつ ・儀礼 」等 の割合 が高 くな ってお り,利 用 目的

は多様 にな ってい る。

こ うした現 象の背景 としては,国 民生活 の向上や価値観 の多様化等 の

影響 とと もに,こ れ らの メデ ィアの発展 自体が利用の多様化を可能 に し
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第2-1-1図 テ レビジ ョン放送の番組種 目別編成比及び視聴 時間比
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た ことが挙げ られ る。

(企業か ら個人 への通信 の増大)

「企業か ら個人へ 」の通信 と 「個人か ら企業へ」 の通信 と を 比 べ る

と,「企 業か ら個人へ 」の通信量が増大 し,ま た,そ の通信の内容 も多

様化 の傾 向にあ る。

例 えば,郵 便利用 は,第2-1-2図 の とお り,私 人差出 し一事業所

受取 りの郵便物数は減少傾 向にあ り,事 業所差 出 し一私人受取 りの郵便

物数 は増加 してい る。 また,電 気通信については,企 業間の利用が中心

であるデータ通信等 が大 き く伸び てお り,62年 世論調査では,電 話につ
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第2-1-2図 事 業所一 私人間 の郵便物数の推移
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(注)年 賀,選 挙を除く内国普通通常郵便物について郵便利用構造調査

を基に推計したものである。

いて困 る こととして 「しつ こい売 り込 み電話が ある」 との回答が38.6%

に上 っている ことか ら,企 業に よる電話 の利用が伸び ている と考 え られ

る。

2暮 ら しに対す る通信 の影響

暮 らしの中に浸透 している通信 は,暮 らしに対 して様 々な影響 を与え

てい る。

(郵 便)

郵便につい てみ ると,定 期刊行物の頒 布,通 信 教育等 を容易にす るこ
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とに よって,社 会文化 の啓発,向 上 に貢献 してきてい る。 また,年 賀郵

便を除 いて も,一 世帯当た り年間約220通(60年 度)も の郵便物を受け

とってい ることか らも分か るよ うに,郵 便 は,国 民 の暮 らしに浸透 して

いる。 また,郵 便は,古 くか ら文字文 化 ともい うべ き儀礼 的な文化を浸

透 させ てきた とい うことが できる。 とりわけ,年 賀状に代表 され る郵便

の もつ儀礼性 は今 日において も,暮 らしの中で大 きな役割を果 た してい

る。

(テ レビ)

テ レビにつ いてみ ると,62年 世論調査に よれば,テ レビが人 々に与え

る影響 として,「 政 治や社会問題に対す る関心 を増す」,「青少年 の非行

や暴力行為を助長す る」,「趣 味や 教養が豊かになる」 といった回答が多

第2-1-3図 テレビの影響
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く,テ レビが人 々の意識や行動に強い影響 力を もつ もの として認識 され

ている ことが分か る(第2-1-3図 参照)。

(電 話)

電話 につい てみ る と,59年 の世田谷 電話局 と う道 火災では,銀 行等 の

オ ンラインシステムを利用 す ることが できな くなったほか,警 察,消 防

等 の公共機関 の業務に も大 きな支 障が出た。 これ は,電 話 が直接 又は間

接 に国民 の暮 らしに大 きな影響 を与えている ことを示す ものであ る。

また,62年 世論調査では,電 話 の利便性 として,「 わ ざわ ざ出掛 けて

ゆ く手間が省け る」 とい う回答 が72.3%に 上 る ことか ら,電 話は,国 民

の行動形態を変えてい る。

3国 際化の進展と通信

通信は暮らしの中の国際的情報の交流にも大 きな役割を果 た し て い

る。

近年,国 際テレビジョン伝送サービスの伝送時間は著 しく増大 してお

り,テ レビジョン放送を通 じて,我 が国国民に海外の情報を,ま た,諸

外国に我が国の情報を視覚的に提供 してお り,双 方の世論形成に大きな

影響を与えている(第1-1-8図 参照)。

また,国 際放送は,外 国の情報を直接把握する上でも,ま た,他 国民

に対 して我が国の状況を的確に伝える上でも重要な機能を有 し,国 際的

な相互理解を図る上で欠かすことのできない役割を果た している。

さらに,国 際交流の増大する中で,国 際電話についても個人利用が増

加 しつつあ り,現 在では全体の約3割 が個人利用 とみ られている。

国際化の進展の中で,国 民 レベルでの国際的相互理解の必要性は更に

高 まってお り,個 人に よる国際通信の利用ニーズも更に増大 し,暮 らし

の中での国際通信の重要性は今後一層大きくなるものと考えられる。
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4暮 らしに不可欠な通信

今 日,社 会経済 の進展の中で,個 人の暮 らしを取 り巻 く環境 は複雑化

し,ま た,個 人 の暮 ら しと様 々な社会経済環境 との関係が次第に密接に

な りつ つあ る。 こ うした中 で通信 は,個 人 と社会を一層強 く結合 させ る

重要 な手段 となっている。

さらに,個 人生活 におい て,生 活の質的充実を求めて,単 に画一的情

報 のみな らず,よ り個別化 された情報の流通 を進め る役割 が通信 に期待

されてい る。

このよ うに,通 信 は,今 日の暮 ら しにおいて欠 くことので きない もの

となっている。
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第2節 暮らしの中の通信

今 日の暮 らしの中で,通 信は,必 要 不可欠な もの とな っ て い る。 ま

た,暮 らしの中において も,情 報化が著 し く進展 してい る。 さ らに,通

信の産 業分 野にお ける発達が,暮 らしに もた ら した効用 も大 きい ものが

あ る。

本 節では,通 信 が暮 らしの中に定着 した経 緯,通 信 と暮 らしの関係 の

現状,暮 らしの中の情報化 の発展等について概説す る。

1暮 らしと通信の発達

(1)テ レビ ジョン放送 の普及

ア テ レビジ ョン受信機 の普及

テ レビジ ョン放送 は,28年 に 開始 され,35年 か ら,カ ラー放送 も開始

された。

テ レビジ ョン受信機 は,白 黒 テ レビが30年 代 において急 速に家庭に普

及 し,39年 には世 帯普及率 は90%に 達 した。 また,カ ラーテ レピについ

ては,放 送 開始 当初 の30年 代 には伸 び悩んだ ものの,40年 代に入 り急速

に普及 し,50年 におけ る世帯 普及率 は90%と な った。 そ して,今 日で

は,カ ラーテ レビの世帯 普及率 は99%に 達 してい る。

(価格の低下)

テ レビジ ョン受信機 について,そ の価格(出 荷金額)の 低下 と普及 と

の関係をみ る と,価 格の低下がテ レビジ ョン受信機 の普及に大 きな影響

があ った ことが分か る(第2-2-1図 参照)。

この うち,白 黒 テ レビについては,一 台当た り出荷金額が一世帯当た

り月間可処分所得を下回 るころか ら急速に普及が進 んでいる。 また,ヵ
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ラーテ レビについて も,価 格 の低下に よ り普及 が進 んでい るが,白 黒 テ

レビの場合 と比較す る と,一 台当た り出荷金額が一世帯当た り月間可処

分所得 を下 回って2,3年 後に急速 に普及が進 んでいる。

(受信可能世帯 の拡大)

受信可能世帯は30年 には全国の36.0%で あったが,郵 政 省が全国的規

模の周波数割当計 画を短期間 の うちに決定 し,全 国置局の方針を強力に

推進 した ことに よ り,35年 には,全 国の79.0%と 急速に拡大 した ことも

普及 の要 因である。受信 可能世帯 の拡大は,一 定 のタイムラグをおいて

普及率 を増大 させた。言い換 えれば,民 間放送 にお ける置局の進展 と全

第2-2-1図
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2カ ラ ー テ レビ
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「消費動 向調査年報」(経済企画庁),「 機械統計年報」(通商産業省),「 国

民所得統計年報」(経 済企画庁),「 住民基本台帳 に基づ く 全国人 口 ・世

帯数 ・人 口動態表」(自 治省)に よ り作成

(注)普 及率は,人 口5万 以上の都市 の世帯に対す るもので ある。

国的 に主要 な地域 で受信可能 とい うネ ッ トワー クの拡 大に よ り,テ レビ

の利用価値 が高 ま り,33年 以降 の飛躍的 なテ レビジ ョン受信 機の普及が

もた らされ た ものである。

(放送時 間の拡大)

放送時間が拡大す るにつれて,テ レビジ ョン受信機 の利用 価値 が高 ま

り,起 きてい る時間 のほ とんどすべてを カパ ーす る18時 間 とい う放 送時

間になるにつれ てテ レビジ ョン受信機 の普及が急速に進 んでいる(第2

-2-2図 参照) 。
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第2-2-2図 テ レビの放送 時間 と受信機の普 及の推 移
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「消費動 向調査年報」(経 済企 画庁),NHK資 料に よ り作成

(注)放 送時間は,年 度の数字で ある。

また,白 黒 テ レビとカラーテ レビの初期 の普及状況を比較す る と,カ

ラーテ レビの方 が放送 開始か ら普及が本格化す るまでの期 間が長 くなっ

ている。 これ は,白 黒放送開始か ら5年 後 に,そ の放 送時 間が10時 間56

分(NHK総 合)に 達 していた のに対 し,カ ラー放送開始か ら5年 後に

は,カ ラーの放送時間 が2時 間24分(NHK総 合)に す ぎなか った こと

に よる もの と考え られ る。

イ テ レビ視聴 の推移

テ レビに接触 した人の テ レビ視聴時間の推移 につ いてみ ると,30年 の

1時 間55分 か ら35年 の2時 間8分 へ と30年 代前半 にはほ とんど伸びてい
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ないが,30年 代後半 においては,視 聴時間 も増加 してお り,5年 間 で約

1時 間増加 し,3時 間 とな り,以 後 この水準は,今 日まで続い てい る。

これを放送時 間の推移 と比較す る と,受 信機 の普及同様30年 代半ば まで

の放送時 間延長 とい う前提条件が視聴時 間増 大の下地 とな った とい えよ

う(第2-2-3図 参照)。

第2-2-3図 テ レビ接触 者の視聴時間 の推移(平 日)
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視聴率調査(NHK),「 国民 生活時間調査」(NHK),NHK資 料に よ り作

成。

(注)30年 の視聴 時聞は,30年1月 の視聴率調 査に よる。

また,テ レビに接触 した人,接 触 しなか った人を含めた国民平均 のテ

レビ視聴時間は,35年 の56分 か ら40年 には2時 間52分 と増 加 してい る。

これに比ぺ,同 じ く国民平均 の ラジナの聴取時 間は1時 間34分 か ら27分

へ と減少 してい る。
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35年 と40年 のテ レビ及び ラジオの接触者率 をみ る と,ラ ジオ接触者率

の大 き く減 少 した時 間帯 におい てテ レビ接触者率が著 し く伸 びてお り,

テ レビ視聴 は ラジオ聴取 を吸収 した こと が 分 か る(第2-2-4図 参

照)。

第2-2-4図 テ レビ及び ラジオ の接触者率の変化
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「国民生活時間調査」(NHK)に よ り作成

(注)接 触者率は,平 日の各正時から15分 まで のものである。

テ レビの視聴時間 とラジオの聴取時間の合計 は,35年 には2時 間30分

であったが,40年 には3時 間19分 とな っている。 このよ うに,テ レビ視

聴 は,ラ ジオ聴取の時間を吸収 しつつ,他 の生活時 間を も吸収 していっ

た ものである。

また,テ レビ視聴時間は,40年 ごろか ら3時 間前後 の高い水準 で安定

してお り,60年 には若干減少 しているが,余 暇活動 の中では圧倒 的な ウ
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第2-2-5図 余暇活動時間の推移(平 日)
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エイ トを占めてお り,暮 らしの中におけ る位 置付けに,変 化はみ られな

い(第2-2-5図 参照)。

なお,こ うした受信機 の増加及 び視 聴時 間の増加は,同 じ映像 メデ ィ

アであ る映 画に も強い影響 を及 ぼ し,映 像 メデ ィアの主役が映画か らテ

レビへ と完全 に逆転 した(第2-2-6図 参照)。

(2)電 話の普及

ア 家庭 におけ る電話の普及

住 宅用電 話の普 及の推移 は,第2-2-7図 の とお りで ある。61年 度

末には,住 宅用電話の全世帯に対す る普及は,100世 帯当た り81.1加 入

である。

戦後 の電話需要 は事務用が中心であ った。 しか しなが ら30年 代後半に
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映画入場者数とテ レビジ ョン受信機の普及の推 移
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「消費動向調査年報」(経 済企画庁),日 本映 画製作者連盟資料に より作

成

(注)映 画入場者数 は,年 度の数字である。

入 ってか らは,家 庭 におけ る耐久消費財に対 す る需要が急増 し,こ れに

伴 って,47年 には,加 入電 話に対す る住宅用電話の比率が50%を 超 え

た。

こ うした普及 の状況を電話の 自動即時化 との関係か らみ る。

市 内電話網 の 自動即時化につ いては,ダ イヤル 化が40年 代にな って

大幅に進展 し,50年 度末の ダイヤル化率は99.4%と,ほ とん ど達成 され

た(第2-2-8図 参照)。 また,市 外電話網の 自動即時化を市外回線

の種類 か らみ ると,35年 には手動接続回線が中心であ ったが,40年 代に
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第2-2-7図 住宅 用電話の普 及の推 移
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入 って相手先を直接 ダイヤルして接続する自動接続回線が急増 した(第

2-2-9図 参照)。

このように,電 話網の拡充による利用増大に対応するため,自 動化,

即時化が図られ,そ れによる電話サービスの改善が更に需要をよんで,

住宅用電話の普及が一層進むこととなった。また,所 得水準の上昇 と国

民が生活の利便性の向上を求めるようになったこ とによ り,電 話は必需

品であるとの認識が定着 してきたこと,生 活行動圏の拡大,核 家族化の

進展等国民生活の様式に変化が生じてきたことなども電話の普及に大き

く寄与 した。
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市内電話網の 自動 即時化 の進展
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なお,30年 代に有線放送電話の端末設備数が大きく伸びたことは,電

話のニーズが強かったことを示すものと考えられる。

イ 公衆電話の普及

公衆電話についても50年代まで順調に普及 していた(第2-2-10図

参照)。 家庭でも電話が普及する以前の段階においては,公 衆電話は家

庭の電話の代替的機能を果たしていたので,積 極的な設置が進められて

いた。

しか し,会 計検査院の59年度決算検査報告で,委 託公衆電話について

効率的な設置及び適切な管理を行って収支改善を図るよう改善の処置を
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第2-2-9図 回線種類別市外回線の推移
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求め られ た こともあ り,NTTに おいて利用 の少ない公衆 電話について

見直 しが図 られ た結果,公 衆電 話数 は,60年 度か ら減少に転 じてい る。

(3)郵 便 の普及

我 が国の郵便制度 は,明 治4年 に発 足 し,1年4か 月後に は,ほ ぼ全

国的 な郵便網が完成 した。

郵便発足 当初 の郵便物数 と郵 便局数 の推移 は,第2-2-11図 の とお

りであ る。郵 便は,そ の普及に先だ って,施 設 の整 備が進展 した メデ ィ

アであ った ことが分か る。 人 口10万 人当た りの 郵 便局数 についてみ る

と,明 治15年 には15.1局 であ り,昭 和61年 度 末現在19.5局 であ るの と比

較する と明治15年 頃には既に極 めて高い水準 にあ った ことが分か る。

その後の郵便物数は,大 正3年 か ら7年 の第 一次世界大戦時 や昭和30
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公衆 電話数 の推移
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年代の高度成長期に経済発展に伴 って急激に増加 してい る。

戦前 においては,一 般の家庭では,郵 便がほ とん ど唯一 の通信手段で

あ り,そ の中で郵便 は,暮 らしの中に完全 に定着 した。

また,近 年 の郵便利用についてみる と,郵 便利用構造 調査等か ら推計

した私人差出 しの一人当た り年間郵便 差出通数 の推移は,第2-2-12

図の とお りであ る。全体 として緩やかな伸 びを示 してお り,年 賀郵便を

除 くと,横 ばいであ る。 また,年 賀郵便は,一 人 当た り26.8通 で年 間郵

便差 出通数 の半分以上が年 賀郵便 とな ってお り,国 民生活 の風習 として

定着 しているが,こ れは,郵 便 の儀礼性の高 さを最 も特徴的に表 す もの

であ る。



一136一 第2章 暮 らしの中の通 信

第2-2-11図 当初の郵便局数 と内国通常郵便物数の推移
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2暮 らしの中の通信の利用

(1)通 信の利用度 と特徴

ア 郵 便

(郵便の差出状況)

仕 事以外 での郵便(手 紙,は が き)の1か 月間 の差 出状況 を62年 世論

調査 か らみる と,「 出 さなか った」人 が56.9%と 全体 の半数以上 を占め

てお り,ま た,年 齢 が高 くなるほ ど,出 さない割合が増 えている(第2

-2-13図 参照) 。

出 した人をみ る と,「1～5通 未満」 の人 が全体 の35.2%で 最 も多 く,

出 した人の82.6%を 占めている。 また,出 した人 の割合が最 も多か った

のは20代 の女性 であ り,59・5%と 半数 以上 となっている。 これ は,20代

の女性が手紙 を書 くことに価値 を感 じてい るため である と考 え られ る。
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一 人当た り年間郵便差出数の推移
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(注)普 通通常郵便物について,郵 便利用構造調査をもとに推計したも

のである。

このほか,郵 便利用 の特徴 としては,学 歴 が高 くなるほ ど,都 市規模が

大 き くな るほ ど 「出 した」人 の割合が高い こ と で あ る。地域 別にみる

と,「 東京」,「信越」,「北海道」及び 「北陸 」の各地域 の利用度が高 く,

逆に,「 東北 」及 び 「四国」は低 くな っている。

(郵便の受取状 況)

1か 月間の郵便受取状況をみ ると,「 受け取 った」人 は全体 の82.6%

とな ってお り,差 出通数 よ り受取通数 の方が 多い ことが分か る(第2-

2-14図 参 照)。

、60年の郵便利用構造調査か ら郵便 の利用状況 をみ る と,私 人か らの差

出通 数は全体 の18・2%で あ るのに対 し,私 人の受取通数 は全体 の64%を
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第2-2-13図
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「暮 らしと情報通信に関する世 論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

第2-2-14図 手紙 やはが きの受 取状況
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占め,特 に事 業所 か ら私人 に対 す る通数 は全体の47%を 占め ている。 ま

た,事 業所 か ら私人 に対す る郵 便の うち40.3%が ダイ レク トメール であ

る。 一方,62年 世 論調査 に よる1か 月間の ダイ レク トメールの受取状況

は,郵 便 を受け取 った人 の うちの80.0%が 受け取 ってお り,地 域 に ょっ

て差があ るものの広 い範 囲で ダイ レク トメールが送 られ てい ることが分
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かる(第2-2-15図 参照)。

イ 電 話

(電話 の利用度)

仕事以外 での電話の1か 月問の使用状況(発 信)に つ いてみ る と,全

体の93.4%の 人が使用 してい る。 さらに,毎 日1回 以上使用 した人 は全

体の34.4%を 占め,暮 らしの中で電話が よ く使われ ているこ とが分かる

(第2-2-16図 参照)。

第2-2-15図 ダイ レク トメール の受取状況
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「暮 らし と情 報 通 信 に 関 す る世 論 調査 」(総 理 府)(62.2)に よ り作 成

第2-2-16図 電話の利用状況
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男性 と女性の使用状況 を比較 してみ る と,使 用 した人 の割合は男性の

90.7%に 対 し,女 性は95.5%で ある。 毎 日1回 以上使用 した人の割合

は,男 性が30.7%で あるのに対 し女性は3Z3%と,女 性の利用度の高 さ

が 目立 つ。

また,年 齢別 に使用状況をみ る と,年 齢 が若 くなるほ ど利用度 が高 く

な ってい く傾 向があ る。

(電話 の高利用者層)

毎 日1回 以上使用す る電話の高利用者 につ いて属 性別にみ る と,20代

及 び30代 の女性,「 商工 ・サ ービス ・自由業」 の 自営者,「 無職の主婦」

及び 「学生」において,そ れ ぞれ4割 以上を 占めている。地域 別にみる

と,「 九州」,「中国」,「 四国」及び 「北陸 」において利用度が高 く,逆

に,「 東海」,「関東」及 び 「近畿」では低 くなっている。 また,特 に 「東

京」においては,「 ほ とん どかけ ない」 とい う人 が12.1%と 多 い ことが

特徴 とな っている。

(電話利用 の特徴)

電話 の利用 で特徴的 なこ とは,20代 の女性にお いて 「毎 日2回 以上」

使用す る人 の割合が8.9%と,他 の年齢層 に比べ て非常 に少 な く,逆 に

「毎 日1回 程度」使用す る人は,32.9%と 他 の年齢層 に比べ て多 くなっ

てい る ことである。 これ は,回 数は少 ないが話す時間 は長 い とい う女性

の若年齢層 の電話利用の特性に よるもの と考 え られ る。

都市規模別 の利用状況は,郵 便 と異 な り規模に よる格差がほ とん どな

い こ とも電話利用 の大 きな特徴 と して挙げ られ る。

ウ テ レビ

(テ レビの視聴時間)

テ レビの視聴 状況を60年 の 「国民生 活時 間調査」 か らみ ると,平 日に

全国民の94%が テ レビを見 てお り,見 た人 の平均視聴時 間は3時 間10分
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第2-2-17図 テ レビの平均視聴時間(平 日)
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とな っている。年齢層 別にみる と,年 齢が高 くなるほ ど視聴時間が長 く

な っている(第2-2-17図 参照)。 また,20代 か ら40代 までは年齢 に

よる視聴時間の差はほ とん どない。

テ レビの視聴時 間の年齢別分布をみ ると,年 齢が高 くな るほ ど長時間

視聴者が増えてお り,60歳 以上 にな ると4時 間以上視聴す る人 が半数以

上 とな ってい る(第2-2-18図 参照)。 また,20代 では,「 見 なか っ

た」人が10.5%と 多 くなってい る。

(テ レビ視聴 の特徴)

国民の余暇の過 ごし方 では,テ レビの占め る割合が高 く,「余暇行動」

時間の約半 分がテ レビの視聴に充て られ てい る。 また,年 齢が高 くな る
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第2-2-18図 テ レビの視 聴時間 の年齢 層別 分布(平 日)
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ほ ど 「余暇行動」時間が長 くな ってお り,さ らに,余 暇行動時 間に対す

るテ レビ視聴時 間の割合が高 くな ってい るこ とか ら,高 年齢層 のテ レビ

視聴時間が長 くな ってい るもの と推測 され る。

このほか,テ レビの視聴時 間の特徴 と しては,学 歴が高 くなるほ ど視

聴時 間が短 くな っている ことや,主 婦等 の 「無職」 の人 の長時間視聴が

多い ことが挙 げ られ る。4時 間以上 の長時 間視聴者につ いて地域別 にみ

ると,「 東京」,「四国」及び 「北海道」 で多 く,逆 に 「東海」 では少な

くな っている。

エ ラジオ

(ラ ジオの聴取状況)

ラジオの聴取状 況を60年 の 「国民生活時 間調査」 か らみる と,平 日ラ

ジオを聞いている人 は全体 の22%で あ り,テ レビの94%と 比べ る とかな

り低 くなっている。 しか し,ラ ジオを聞 いている人 の平均聴取時 間は2

時 間29分 であ り,テ レビの3時 間10分 と比べ る とあま り大 きな開 きは な
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いが,ラ ジオ聴取 の場合 は,そ のほ とん どの時 間は他 の行動 との 「なが

ら」 となってい る。

(年代別の ラジオ聴取者 の推移)

ラジオを聞 く人の年齢層 別割合 の推移をみる と,以 前は16～19歳 の年

齢層 に ピー クがあ り,年 齢 が高 くなるほ ど聞 く人 が減少 し,若 年 齢層 中

心の メデ ィア とい うこ とがで きた。 しか し,60年 をみる と,若 年齢層 の

減少が著 しく,逆 に中高年層が増加 し,聞 く年齢層が平均化 している こ

とが分か る(第2-2-19図 参照)。

また,ラ ジオを聞 く入 の割合について職業別にみ ると,「 自営業者」

が34。1%と 高 く,逆 に 「経 営者,管 理者」が17.1%と 低 くなってい る。

(長時 間聴取者 の特徴)

第2-2-19図 ラジオ接触者比率の年齢層別推移(平 日)
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ラジオを聞 く人 の年齢層別平均聴取 時間をみ ると,60年 では40代 の人

が3時 間10分 と最 も長 くな ってい る。40年 及び50年 と10年 単位で以前 の

状況 と比較す る と,40年 では20代,50年 では30代 に比較的長 時間聴取 し

てい る年齢層があ るこ とが分か る。長 時間聴取者 は40代 の人であ る とい

うよ り,む しろ現在40代 の世代 の中に ラジオを よ く聞いてい る聴 取者層

があ る と考え られ る(第2-2-20図 参照)。

第2-2-20図 ラジオ接触者の平均聴取時間の年齢層別推移(平 日)
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このほか,ラ ジオの聴取時間 につ いて職業 別にみ ると,「 農林漁業者」

が4時 間3分,「 自営業者」が3時 間38分 と長 く

者」 は1時 間14分 と短 くなっている。

(2)暮 ら しと通信の関係

ア 各通信 メデ ィアの利用 目的

(郵便 の利用 目的)

逆に 「経営者,管 理
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郵便 の利用 目的 は,「 あいさつ ・儀礼 」(43.9%)が 最 も多 く,次 いで

「通知 ・連絡」(39.7%),「 近況報告」(34.3%)の 順 とな って い る(第

2-2-21図 参照)。 郵便 の利用 目的で特徴的 な こ と は,男 性 は,「 通

知 ・連絡」 及び 「申込 ・照会」で女性 よ り多 く,逆 に女性は,「 近況報

告」及び 「クイズ等 の応募」で男性 よ りも利用が多い こ と で あ る。 ま

た,20代 の女性 では,「 近況報告」が63.8%と 特 に利用が高 くなってい

る。20代 の女性 の 「近況報告」については,郵 便 に限 らず電話の利用 も

第2-2-21図 手 紙や はがきを出した 目的

(手紙やはが きを 「出 した」 と答えた者989人 に,複 数回答)

50

40

30

20

10

%

0

る
ゐ:::

'、

,・ 熱 ・

一

/男 性43
.9

39.7
P1

峯蟻

〆

顯
パ/女1生
、

＼

、

＼

＼
、

＼
1熱

、〈1a3

、、 、

、
、
＼
関L2

1.00。8
llllr-r噌r

あ

い
さ

つ

・
儀
礼

通

知

・
連

絡

近

況

報

告

ク
イ
ズ
等
の
応
募

申

込

・
照

会

そ

の

他

特

に
目
的
は

な

い

わ

か

ら

な

い

「暮 らし と情報通信に関する世論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成



一146一 第2章 暮らしの中の通信

多い ことか ら,こ の世代では,「 近況報告」が通信利用 の大 きな 目的 に

な ってい ることが分かる。

「近況報告」 については,都 市規模が大 きいほ ど利用 の割合が高 くな

る傾 向がある。 また,職 業別 にみ る と,「 あい さつ ・儀礼」 は 「商工 塵・

サ ービス ・自由業」 が,「 通知 ・連絡」は 「農林漁業」が,「 クイズ等 の

応 募」は 「無職の主婦」 が,そ れぞれ他 の職業 に比べ高い割合を示 して

い る。地域 別にみる と,「 あいさっ ・儀礼」につい ては 「四 国」,「東北」

及び 「東京」 が,「 通知 ・連絡」 につ いては 「東北」及 び 「四国」がそれ

ぞれ5割 以上 と高 い割合 となってい る。 また,「 近況報 告」 につ いては,

「東京」 及び 「東北」 がそれ ぞれ4割 以上 と高 くなっている。

(電話の利用 目的)

電話の利用 目的 は,「 通知 ・連絡」(50.9%)が 最 も多 く,次 い で,

「お しゃべ り」(43.9%),「 近況報告」(38.7劣)の 順 とな って い る(第

2-2-22図 参照)。 これは,急 用 がす ぐに足せ る とい った電話の即時

第2-2-22図 電話の利用 目的
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性や,手 軽 さに よる ものであ る。

電話 の利用 目的で特徴 的な ことは,「 お しゃべ り」 を 目的 とす るのは,

女性が57.5%と 圧倒的に多い ことである。 また,「 お しゃべ り」につい

て男女別,年 齢層別に利用状況 をみ る と,男 性では20代 のみが55.8%と

高 くなってい るのに対 し,女 性 は,20代 の72.7%を ピー クに若年層ほ ど

利用が多いが一様に高 く,年 代 に よる格差はあ ま り大 き くない(第2-

2-23図 参照)。

「近況報告」については,郵 便 と同様,都 市規模が大 きいほ ど利用の

割合が高 くな ってい る,職 業別にみ ると,「 通知 ・連絡」 は,郵 便 と同様

「農林漁業」が,「 お しゃべ り」 につ いては 「学生」及 び 「無職の主婦」

第2-2-23図 電話の利用 目的(「 お しゃベ リ」)
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が,「 あい さつ ・儀礼」は 「農林 漁業者」 及 び 「商工 ・サ ー ビス ・自由

業」 の 自営者が,そ れぞれ他の職業 に比べ高 い割合 を示 している。地域

別にみ る と,「 通知 ・連絡」については 「四国」,「 信越 」,「北陸」 及び

「九州」が,「 近況報告」 については 「信越」,「東京」 及び 「中国」が,

「あい さつ ・儀礼」 については 「四国」 が,そ れ ぞれ 他 の地域 に 比ぺ高

い割合を示 してい る。

(テ レビの視聴 目的)

テ レビの視聴 目的は,「 二凶一スを知 るため」(83.2%)が 最 も多 く,

次いで,「 娯楽 のため」(73.1%),「 天気予報 を見 るため」(52・7%)の

順 とな ってい る(第2-2-24図 参照)。 「ニュースを知 るため」 につい

第2-2-24図 テレビの視聴目的
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ては,男 性 の89.7%に 対 し,女 性 は78.4%と 低 く,逆 に,「 娯楽 のため」

については,男 性の70.4%に 対 し,女 性 は75.1%と 高 く,男 性 と女性 で

テ レビの視聴 目的が少 し異な っている ことが分か る。

テ レビの視聴 目的で特徴 的な ことは,20代 の年齢層 が他 の年齢層 と違

う傾 向を示 してい ることであ る。20代 では 「娯楽のため」が75.2%と 第

1位 を 占め,「 ニュースを知 るため」が69.9%,「 天気予報を見 るため」

が38.3%と 低 くな っている。 また,20代 の男性 につ いてみ る と,「趣 味

のため」が41.4%と 高 くな ってお り,20代 の女性については,「 ニュー

スを知 るため」が65.2%と 低 くなってい ることも特徴 として 挙 げ られ

る。

職業別 にみ ると,「 ニュ・一スを知 るため」 については,「 農林漁業」 の

自営者及 び 「管理 ・専門技 術 ・事務職」 が高 く,「天気予報を見 るため」

については,「 農林 漁業」 の 自営者が特に高 くな っている。

地域別にみ る と,「 ニュースを知 るため」 に つ い て は,「 中国」,「北

陸」及び 「信越」 で9割 以上 と高 く,「 天気予報 を見 るため」 につ い て

も同地域で6割 以上 と高 くなってい る。 また,「 娯楽 のため」 について

は,「 北海道」,「東北」及 び 「九州」 で約8割 と高 く,逆 に,「 東京」 で

は約5割 と低 くな っている。

(娯楽中心か ら娯楽 と報道の共存 メデ ィアへ)

テ レビ視聴 を番組 の面か ら とらえ ると,一 番多 く放送 してほ しい番組

は,60年 では 「娯楽」 が41.1%,「 報道」が40.0%で あ り,「娯楽」 と

「報道」 がほぼ 同じ割合にな っている。51年 と60年 を比較す ると,「 報

道」 を求める人が29.1%か ら40.0%へ 増加 し,逆 に,「 娯楽」を求め る

人は46.9%か ら41.1%に 減 少 している(第2-2-25図 参照)。

一方 ,番 組提供側 の種 目別構成比か らも 「報道」 の比率 は年 々高 まっ

て きてお り,ま た,種 目別 視聴時間量 の 「報道」 の比率 も高 まって きて
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第2-2-25図 一番多く放送してほ1しい番組
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い る ことか ら,テ レビの視聴 目的が 「娯楽」 中心か ら 「娯楽」と 「報道」

の共存へ と移 って きている ことが分か る。

イ 通信 メデ ィアの選 択傾 向

各種通信 メデ ィアが共存 している中で,利 用 目的等 に応 じた通 信 メデ

ィアの選択傾向がみ られ る。

「通知 ・連絡」 を 目的 とす る場合 について,62年 世論調査の 「会合の

連絡方法」 か らみる と,郵 便 と電話の両方 が利用 されてお り,こ れを相

手別 にみ ると,「 友人 ・知人」 に対 しては電話が84.4%と 圧倒的に多い

のに対 し,「 目上 の入」 に対 しては電話 が47.2%と 少な くな り,「対面 し

て話す1(21.2%)及 び 「郵便」(13.1%)の 割合が高 くな ってい る(第

2-2-26図 参照)。 この ことか ら,相 手 に応 じて郵便,電 話等を使い

分 けている ことが分か る。 また,「 学生」は,郵 便 よ りも電話を利用する

傾 向があ り,地 域別にみ ると,「九 州」において同様 の傾向がみ られ る。

一 方 ,「 あい さつ ・儀礼」及 び 「近況報告」につ いて も,郵 便 と電話

の両方が使われ てお り,郵 便の持つ記 録性及び丁重 性,電 話の持つ即時

性及び手軽 さとい うそれぞれの特徴 を生 か した使わ れ方 を している もの

と推測 され る。「学生」 については,「 あい さつ ・儀礼」に対 して,「 通
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知 ・連 絡」 とは逆に,電 話 よ りも郵便 を利用す る傾 向がみ られ る。

メデ ィアの もつ特性に注 目す る と,郵 便に よる 「クイズ等の応募」

は,郵 便の もつ記録性 とい う特 徴を生か した顕著 な例 である。

ウ 通信 の利用 スタイル

(郵便 と電話 の利用度 の関係)

暮 らしにおけ る通信の利用頻度を,郵 便 と電話 の両面か らみる と,電

話の利用度の高い人ほ ど郵便 も利用 してお り,電 話 の利用度が低 くなる

第2-2-27図 電話の利用と郵便の利用

電話の利用頻度
郵便(手紙,はがき)を出した 郵便は出さなかった
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週に1回 程度'購 灘雛3&7雛i難鱗61.3

月に1,2回一=======コ
ほとんどかけない
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に した がい,郵 便 の利用 も減少 してい る(第2-2-27図 参照)。

一方 ,郵 便 の高利用者 と利用 しなか った人 を比較 す ると,郵 便の高利

用者 の方が電話の利用度 が高 くな っている。 これ らの ことか ら,通 信活

動 の活発 な人は,郵 便,電 話 ともよ く利用 してお り,一 つ の メデ ィアに

偏 った使い方 とい うよ りも,各 メデ ィアを使 い分 けている ことが分 かる。

(郵便 の利用度 と利用 目的)

郵便 の利用度 と利用 目的の関係 につ いてみ る と,郵 便 の高利用者 は,

「あい さつ ・儀礼」及 び 「通知 ・連絡」を 目的 としている 人の割合が 高

第2-2-28図 郵便の利用度と利用目的

(複数回答)
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「暮 らしと情報通信に関す る世論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

(注)1か 月間の差出通数が,5通 以上の人を高利用者,1～5通 未

満 の人を低利用 者 とした。
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く,こ れが郵便の高利用 につなが ってい る(第2-2-28図 参照)。

また,郵 便の使われ方 の特徴 としては,「 クイズ等 の応募」及び 「申

込 ・照会」が挙げ られ,こ れ らは,マ ス ・メデ ィアの片方 向通信に対す

る逆方 向の通信手段 として用 い られ てお り,マ ス ・メデ ィアの片方向通

信を補完 してい るもの と考 え られ る。

(電話 の利用度 と利用 目的)

電話 の利用度 と利用 目的 の関係についてみる と,電 話 の低利用者 の利
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第2-2-29図 電話の利用度と利用目的

(複数回答)
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「暮 らしと情報通信に関す る世論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

(注)電 話 の利用 回数が,毎 日1回 以上の人 を高利用者,月 に1,2

回 の人を低 利用者 とした。
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用 目的が,「 近況報告」及び 「通知 ・連絡」 の2項 目に 集中 してい るの

に対 し,高 利用者につ いてはその 目的が多岐 にわた っている ことが特徴

として挙 げ られ る。 さらに,電 話 の低 利用者 においては,「 お しゃべ り」

を 目的 とす る人が少 な く,高 利用者では約半数 が 「お しゃべ り」 を 目的

として挙 げているこ とか ら,「 お しゃべ り」が利用回数を 増 や している

一つ の要因にな ってい る(第2-2-29図 参照) 。

(テ レビの視聴時間 と視聴 目的)

テ レビの視聴時間 と視聴 目的の関係 につ いてみ る と,視 聴時 間の長い

第2-2-30図 テ レビの視聴時間 と視聴 目的

(複数回答)
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「暮 らしと情報通信に関す る世論調査」(総 理府)(62.2)に より作成

(注)テ レビの視聴時間が,1日 に4時 間以上の人を高利用者,1日

に30分 宋満の人を低利用者 とした。
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人 ほ ど視聴 目的が多岐にわた っている。 「娯楽」に着 目す ると,視 聴時

間が長 くなるほ ど 「娯 楽」 を 目的 として挙げている人が多 く な っ て お

り,テ レビを娯楽 メデ ィアとして利用 してい る人 ほ ど長時間視聴者 にな

っている ことが分か る(第2-2-30図 参照)。

(テ レビの個人視聴 の増加)

テ レビの見方 については,NHKの 調査に よる と,「 見た い番組 しか

見 ない」 とい う人が61.2%と,選 択視聴が主流を占めているが,「 見 た

い と思わ ない番組で も見 る」 とい う人 も29.7%あ る(第2-2-31図 参

照)。 また,「 一人だけで見 るほ う」 とい う人が,52年 には25.8%で あ っ

たが,60年 では32.0%に 増え,テ レビの個人視聴が増加 してい る(第

2-2-32図 参照)。

第2-2-31図 テ レ ビの 選択 視 聴
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テ レビは家族だん らんで見 るとい う娯楽の要素 を持 っ とともに,一 方

では,選 択視聴を中心 とした個人視聴 も増加 してい る。

(3)通 信 メデ ィアに対す る国民の意識

ア 郵 便

(郵便 の評価)

62年 世論調査に よると,手 紙 やはが きに対 して 「不便や不満を感 じた

こ とはない」 とい う人は全体 の81.2%に も達 し,一 方,「 不便や不満を

感 じた ことがある」人 は17.4%に とどまってお り,メ デ ィア と して高い

評価 を得 ている(第2-2-33図 参照)。

第2-2-33図 手紙 やはがきに対 す る不満 と不便

た まにあ る あま りない
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「暮らしと情報通信に関する世論調査」(総理府)(62.2)に より作成

一・方
,不 便や不満 を感 じている人 の不 満の理由は,「 ポス トが遠 い」

が43.8%(全 体 の7.6%)と 最 も多 く,次 い で 「切手を売 っている ところ

が少ない」 が31.9%(同5.6%),「 誤 った配達が あった」が28.7%(同

5.0%)と な ってお り,郵 便 のア クセスの不便 さに対 す るものが 主 なも

の とな ってい る(第2-2-34図 参照)。 また,単 位面積当た りのポス

ト数 及び郵便切手類販売所数が 少ない地域 は第2-2-35表 のとお りで

あ り,こ れ らの地域 では,北 海道 を除 き,ポ ス トや郵便切 手類販 売所 の

数 に対す る不満が高 い傾 向が ある。

一方 ,「 料金が高い」 とい う人 は,わ ずか8.9%(全 体の1.6%)で あ

り,料 金に対す る不満は少ない。
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第2-2-34図 手紙やはがきに対する不満や不便の内容

(「不満や不便 を感 じたこ とがあ る」 と答えた者404人 に,複 数回答)
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「暮 らしと情報通信に関す る世論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

第2-2-35表 単位面積当たり郵便ポスト数及び

郵便切手類販売所数

(60年度末)

地域

北海道

東北

信越

1km2当 た りの

郵 便 ポ ス ト数

O.09本

O.23

0.32

1km2当 た りの郵便

切手類販売所 数

0.06か 所

0.19

0.25

全国平判 0.39 0.31

(郵便に対す る要望)

郵便 に対す る今後のサ ービスの要望 は,「 郵便ポス トの数を多 くする」

(22.5%),「 切手 ・はが きの販売 箇所を多 くす る」(18.3%),「 集配の回
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数を多 くす る」(16.5%)と,郵 便に対する ア クセスの利便性を求 める

ものが大勢を占め,郵 便 に対す る不満 の内容 と一致 し て お り,他 は,

「料金を安 くす る」(22.4%)等 の料金に対す る要望が主 な もの となって

い る(第2-2-36図 参照)。

第2-2-36図 今後の郵便サービスに対する要望

(複数回答)

郵便ポス トの数を多くする
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大量に出す時は料金を割引する

封筒やはがきの寸法を大きくする

そ の 他
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「暮らしと情報通信に関する世論調査」(総理府)(62.2)に より作成

集配 の回数 につ いて考 えてみ る と,こ れ は郵便 のス ピー ドア ップを求

めてい ることであ り,郵 便 の利用度 の高 い人 ほ どこの要 望が強 くな って

い る。

「郵便 ポス トの数 を多 くす る」 につ い て は,「 管理 ・専門技術 ・事務

職」及 び 「無職 の主婦」が多 く,「 集配 の回数 を多 くす る」 につ いては,

仕事上大量 の郵便物 を受 け取 る 「管理 ・専門技術 ・事務職」が多 くな って

いる。また,「 大量に出す ときは料金 を割引す る」につ いては仕事上大量
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の郵便物を出 してい る 「商工 ・サ ー ビス ・自由業」 で多 くなっている。

地域別にみ ると,「 郵便ポ ス トの数を 多 くす る」 につ いては 「東海」

及び 「関東」が,「 料金を安 くす る」につ いては 「中国」及 び 「北海道」

が,「 切手 ・はが きの販売箇所 を多 くす る」については 「九州」及び 「中

国」が,「 集配 の回数 を 多 くする」 につ いては 「北陸」及 び 「中国」 が

それぞれ多 くなっている。

イ 電 話

(電話の評価)

電話に対 して 「不便や不満を感 じた ことはない」 とい う人 は 全 体 の

82.8%に も達 し,一 方,「 不便や不満を感 じた ことが ある」 とい う人は

16.9%に とどまってお り,郵 便 と同様に メデ ィア として一応評価 され て

い るといえ る(第2-2-37図 参照)。 電話 につ いては,通 信の もつ時

間 と距離 の克服 とい う大 きな効用 を容易に享受で きる ことか ら,高 い評

価を得 ているもの と考え られ る。

第2-2-37図 電話に対する不便と不満

嘩蕪 ∵ 一
鐵i懸 397
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「暮 らし と情報通信に関す る世論調 査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

一方 ,不 便や不満 を感 じている人の不 満の理 由は,「 市外料金が高 い」

が36.3%(全 体 の6.1%),市 内料金に対す る 「10円でかけ られ る通話時

間が短い」が17・4%(同2.9%),「 市内通話でかけ られ る区域 が狭 い」

が7.g%(同1.3%)と,料 金 に対す る不満が大勢を 占めてい る。 また,
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第2-2-38図 電話に対する不便や不満の内容

(複数 回答)

市 外通 話料金 が 高い

話し中でかからない場合が多い

テレホンカードの使える電話が少ない

10円でかけられる通話時間が短い

公 衆 電 話 が 少 な い

電話番号がわか らない

不 通 の 時 が あ っ た

市内通話でかけられる区域が狭い

納得できない料金を請求された

そ の 他

な ん と な く

わ か ら な い
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「暮らしと情報通信に関する世論調査」(総理府)(62.2)に より作成

「話 し中でかか らない場合が多い」 が24.8%(同4.2%),「 不通 の時があ

った」が8.2%(同1.4%)と,電 話 の システムに対す る不満 もみ られ る

(第2-2-38図 参照)。

地域別 の特徴をみ ると,「 市外料金 が高い」 については 「東 北」,「東

京」,「近 畿」 及び 「中国」 が多 く,「公衆電話が少 ない」及び 「テ レホン

か 一 ドの使 える電 話が少 ない」 につ いては 「北 陸」 が多 くな ってい る。

(電話 の利便性)

電話 の利便性 に関す る評価は,第2-2-39図 のとお りである。

「わ ざわ ざ出掛 けて行 く 手間が省け る」(72.3%),「 遠 くの人 と話が

できる」(66・9%)と いった ネ ッ トワー クの広が りの 効用 に対す る評価



第2節 暮 ら しの 中 の通 信 一161一

第2-2-39図 電 話 の利 便 性

(複 数 回 答)
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遠 くの 人 と話 かて きる

ち ょっ とした連絡 か手
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手紙 を書 く手間か省ける

相手 の生 の声 か聞 け る

経 費 か 安 く て す む

言いに くいことか言える

特 に な い

「暮 らし と情報通信に関する世論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

や,「 急用がす ぐに足せ る」(72.2%)と い った電話の即時性 に対す る評

価,ま た,「 ち ょっとした連絡が手軽にで きる」(54.3%),「 手紙を書 く

手間が省け る」(40.2%)と いった電話の手軽 さが評価 されている。

都市規模に よる特 徴 としては,人 口10万 人以上の地域 で,「 遠 くの人

と話がで きる」 とい うことを評価す る人が多 いことであ る。

(電話で困 ること)

電話で困 ることにつ いては,「 間違 い電話が ある」(39.2%),「 しつ こ

い売 り込 み電 話がある」(38.6%),「 いたず ら電話が あ る」(25.1%),

「こち らの都合に関係 な くかか って くる」(17.5%)の 順になってお り,

すべ て電話の発信者優先 の システムに対す る欠点を指摘 したものである
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第2-2-40図

0
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電話についての困惑内容

(複数回答)

10203040 50%

「暮 らしと情報通信に関する世論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

(第2-2-40図 参照)。 この うち,「 いたず ら電話が ある」及 び 「しつ

こい売 り込み電話が ある」につい ては,男 性 よ りも女性 のほ うが多 くな

ってお り,「 いたず ら電話があ る」につい ては,特 に 「東 京」 で43,6%

と高 くなっている。

(売 り込み電話 と個人情報)

「しつ こい売 り込み電話があ る」につ いては,地 域別 にみ ると,「 北

陸」,「東海」,「近畿」,「東京」,「関東」 の順 に多 く,こ れを ダイ レク ト

メールの受取状況 と比較す る と,同 じ地域 でダイ レク トメールが多 く受

け取 られてい る。逆 に,ダ イ レク トメールの受取 の少 ない地 域 で あ る

「四国」 及び 「東北」 では,「 しつ こい売 り込み電話が ある」 と答 えた人



第2節 暮らしの中の通信 一163一

の割合 も少 な く,売 り込み電話 とダイ レク トメールの間に関係がある こ

とが分か る。

一方 ,個 人情報が知 られてい ると考 え られ る電話や郵 便物 の有無につ

いて,「 ある」 と答 えた人の割合が高か った のは,「 東京」,「東海」,「関

東」 で,い ずれ も4割 以上 とな ってお り,逆 に低か った地域 は 「四国」

及び 「東北」 であ り,個 人情報 とダイ レク トメール及び売 り込み電話 と

の関係が深い ことが分か る。

個人情報が知 られ ていると考え られ るような電話や郵便物 の有無につ

いては,全 体の35.4%が 「ある」 と答 えてお り,そ の時 の気持 ちについ

ては,「 不愉快で嫌 な感 じが した」 が49.8%で あ るのに対 し,「 商売熱心

だ と思 った」 が2.6%,「 必要 な情報が得 られて便利 だ と思 った」 が0.6

%と 少 な くな っている。今後,電 話を使 った販売勧奨いわゆるテ レマー

ケテ ィング等の動 きがみ られ るが,そ の実施 に当た っては,約 半数の人

が挙げ てい る 「不 愉快 で嫌 な感 じ」 に十分配意す る必要がある。

ウ テ レビ

(テ レビの評価)

テ レビに対 して 「不満を感 じた ことはない」 とい う人は全体 の68.9%

であ り,逆 に,「 不満を感 じたこ とがあ る」 とい う人は30.1%も あ り,

郵便,電 話 に比べ低い評価になっている(第2-2-41図 参照)。 特 に

学生 においては,「 不満 を感 じた ことがあ る」人が48.1%と 約半数 に達

してお り,テ レビに対 して批判的であ る。

このほか不満の高い年齢層 としては,40代 の38%で あ り,ま た,学 歴

が高 くなるほ ど不満を持 っている人が多 くな っている。

(テ レビの俗悪番組)

テ レビに対す る不満が高 いのは,番 組 内容 に不満を持 っている入が多

い ことに よる ものであ る。
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第2-2-41図 テレビに対する不満
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「暮らしと情報通信に関する世論調査」(総理府)(62.2)に より作成

テ レビの俗悪番組 につ いては,テ レビの番組 の中で俗悪 と思 うものが

「ある」又 は 「少 しある」 と答えた人が,64.6%を 占めてお り,「 ある」

と答 えた人が多か った のは,40代 及び高学歴者であ り,テ レビに対す る

不 満の高 さと一致 している(第2-2-42図 参照)。

第2-2-42図 俗悪と思う番組の有無

あ る
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「暮らしと情報通信に関する世論調査」(総理府)(62.2)に より作成

また,俗 悪番組 があ ると答えた人 の うち,テ レビの俗悪番組 に つ い

て,「 制作者 が 自粛すべ きだ」又 は 「俗悪番組 の制作,放 映を規制すべ

きだ」 と考えてい る人が70.6%(全 体の45.6%)を 占め てお り,放 映者

側か らの対策及び番 組の規制を望んでい ることが分か る(第2-2-43

図参照)。

一方 ,「 視聴者 の判断 にまかせれば よい」 とす る人は,20代(45,8%)
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俗悪と思 う番組へ の対応

視聴者の判断に 俗悪番組の制作 放 その他0・5

まかせれ ばよい 制作者が 自粛すべ きだ 映 を規制すべ きだ わからない2・1

0 20 40 60 80 100%

「暮らしと情報通信に関する世論調査」(総理府)(62.2)に より作成

及び30代(37.8%)で 多 く,40代(18.4%),50代(17.9%),70歳 以上

(19.7%)で は逆に少な く,年 代 に よってかな り差が ある。

(放送 に対す る期待)

放送に対す る今後 の期待 と しては,60年 に総理府が実施 した 「情報社

会 に関す る世論調査」(以 下 「60年世論調査」 とい う。)に よると,「 テ

レビ,ラ ジオの 番組が もっ と多様化す ること」(24.7%),「 テ レビの放

送 局(チ ャンネル)が 増える こと」(23.2%),「 衛星放送が もっと充実す

第2-2-44図 放送に対する期待

(複数回答)
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「情報社会に関する世論調査」(総 理府)(60.11)に よ り作成
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ること」(17.8%)等 が 挙 げ られ てお り,様 々な 個人 の ニーズを,番 組

の多様 化や チ ャンネル数 の増加に よって満たす ことを望んでい るものと

考 え られ る(第2-2-44図 参照)。

特 に20代 においては,番 組 の多様化 及びチ ャンネル数 の増加 に対 して

それぞれ30%以 上の人 が望んでお り,ニ ーズの多様化が進 んでいる と考

え られ る。

(4)ニ ューメデ ィアと暮 ら し

ア ニュー メデ ィアに対す る国民 の意識

ニュー メデ ィアの知名度につ いて,58年 に総 理府が実施 した 「家庭に

第2-2-45図 ニューメディアの周知度の推移
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「家庭におけ る情報通信サ ービスに関する調査」(総理府)(58.8),
「情報社会に関す る世論調査」(総 理府)(60.11)に より作成
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おけ る情報通信サ ービスに関す る世論調査」 と60年 世論調査 の同 じメデ

ィアを比較す ると,各 メデ ィアとも知名度が高 まっている(第2-2-

45図 参照)。

(ニ ューメデ ィアの知名度)

60年 世論調査に よると,知 名度の高い 二晶一 メデ ィアは,「 衛星放送」

(51.1%),「 テ レビ電話」(48.7%),「 文字多重放送(注7)」(41.6%)の

順 となってい る(第2-2-46図 参照)。 また,各 メデ ィアとも,女 性

よ りも男性 の方が,高 年齢層 よ りも若年齢層 の方が知 ってい る人 の割合

第2-2-46図 ニ ューメデ ィアの周知度
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「情報社会に関する世論調査」(総 理府)(60.lI)に よ り作成
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が 高 くな っ て い る 。

(ニ ュ ー メ デ ィア の 利 用 意 向)

ニ ュ ー メ デ ィ ア の 利 用 意 向 に つ い て は,「 テ レ ビ電 話 」 が22.1%と 最

も 高 く,「 パ ソ コ ン通 信 」(10.2%),「 緊 急 警 報 放 送 シ ス テ ム 」(10.0%)

の 順 と な っ て い る が,「 利 用 した い と思 わ な い 」 と い う人 が39.7%も あ

り,全 体 的 に ニ ュ ー メ デ ィア の 利 用 意 向 は あ ま り高 く な い こ とが 分 か る

(第2-2-47図 参 照)。

第2-2-47図 ニ ュー メデ ィアの利用意向
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テ レ ビ 電 話,
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文 字 多 重 放 送1

衛 星 放 送 ……

高精細度テレビ(ハイビジョン)葦

利用 したい と思 わな い

わ か ら な い:

「情報社会に関する世論調査」(総理府)(60,11)に より作成

しか し,そ の中で各 メデ ィア とも学生 の利用意 向が高い。 また,「 テ

レビ電話」 については,20代 の女性 の利用意 向が40.2%と 非常 に高い。

これは,20代 女性 の電話 利用 が 「お しゃべ り」 を中心 としてい ることか

ら,相 手の顔を見 なが ら話ので きる 「テ レビ電話」 に対 して魅 力を感 じ

てい ることに よるもの と考 え られ る。
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ホーム ショッピングをは じめ とす る家庭 で利用 できる新 しい情報通信

システムの利用意 向につ いては,「 在宅診療」(29.2%),「 ホ ームパンキ

ング」(16.6%),「 ホ ームショッピング」(14.9%)の 順 とな っ て い る

(第2-2-48図 参照)。 この利用意向について も一般的に,女 性 よ りも

男性,高 年齢層 よ り若年齢層の方が高 くなってい るが,「 ホ ームシ ョッ

ピング」及 び 「テ レコン トロール」 については女性 の方が,ま た,「 在

宅診療」 については高年齢層 の方が利用意向が高 くなってい る。

第2-2-48図 利用してみたい新情報通信システムの種類

(複数回答)
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「情報社会に関す る世論調査」(総理府)(60.11)に よ り作成
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「ホ ームシ ョッピング」及び 「テ レコ ン トロ・一ル」は,家 庭生活 と特

に密接に関係 している ことか ら,女 性の中で も主婦の利用意 向が高 く,

「在 宅診療」 につ いては,高 年齢層 の医療情報 に対す る 関心 の高 さが利

用意 向にっ ながっている ものと考え られ る。

(情報 に対す る費用負担)

62年 世論調査 に よると,情 報を入手す るための費用負担については,

約半数 の人 は 「負担 した くない」 と答え,「 負担 して もよい」 と 答えた

人 は約3割 か ら4割 にとどまってお り,費 用 負担 に対 しては消極 的 であ

る。

(二"一 メデ ィアの導 入に対す る評価)

ニ ュー メデ ィアの導入に対す る国民 の評価についてみ ると,二 晶一メ

デ ィアが導入 された とき良 くな ると 思われ る ことに関 しては,「 家庭に

第2-2-49図 ニューメディアの導入で良くなること

(複数回答)
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家庭にいながら医療などがで
き,安心 した生活が送れる

生 活 が 合 理 化 で き る

家庭にいながら買い物,銀 行
決済などができ,便 利になる

余 暇 が 増 え る .

生 活 が 楽 し く な る:

生 活 が 充 実 す る1:

交 際 範 囲 が 広 く な るii…

わ か ら な い1

「情報社会に関す る世論調査」(総 理府)(60.u)に よ り作成
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いなが ら医療な どができ,安 心 した生活が送れ る」(36.1%),「 生活が

合理化で きる」(35.2%),「 家庭 にいなが ら買い物,銀 行決済な どが で

き,便 利にな る」(29.2%)の 順 とな っている(第2-2-49図 参照)。

ニ ューメデ ィアに対 して,家 庭におけ る安心性及び生活 の合理化や利便

性が期待 されている。生活 の利便性につ いては,特 に20代 で39.4%と 高

くなってお り,二 凸一 メデ ィアは生活を よ り便利にす るものであ るとと

らえ られてい る。

(ニ ュー メデ ィア導入 で悪 くなること)

ニューメデ ィアが導入 された とき悪 くなると思われ ること に 関 し て

は,「 人間的な触れ合 いが少 な くな る」(43.1%),「 プライバ シーが侵害

され る」(20.496),「 戸外に出る機i会が少な くなる」(18.7%)の 順 とな

第2-2-50図==ユ ーメデ ィアの導入で悪 くなること

(複数回答)

0

人間 的 な触 れ 合 い
が 少 な くな る

プライバ シーが侵害

され るおそれがある

戸 外 に出 る機 会 が.
少 な くな る

機械 へ の 依 存性 が.
強 くな る

情 報 が 氾 濫 し,
わず らわ し くな る

ニユーメディアを利用
できる人とできない人
との情報格差が生.じる

家計 の 支 出が 増加
す る

交際範囲が狭 くなる 、

わ か ら な い'

10 20 30 40 50%

「情報社会に関する世論調査」(総 理府)(60.11)に よ り作成
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っている(第2-2-50図 参照)。

プライバ シーの侵害問題 につ いては,20代 か ら40代 の男性が30%前 後

の高い割合 を示 してお り,プ ラィバ シ・一に対す る問題意識 が この層で強

い ことが分か る。

また,「 学生」につ いてみ ると,人 間的 な触れ合いの減少や機械へ の

依存を指摘す る人 がそれ ぞれ50%前 後 と高 い反面,戸 外に出 る機会 の減

少や交 際範 囲の縮小 に関 してはそれぞれ5%程 度 と少な く,ニ ューメデ

ィアは機 械に対す るコ ミュニケーシ ョンを増加 させ るものの,社 会活動

を阻害す る ものではない と認 識 され てい る。

(ニ ュー メディアの導入に対す る配慮)

ニ ューメデ ィアの導入 に対す る 配慮 として望まれ てい ることは
,「 低

価格で購入 ・利用 できる こと」 が58.8%と 圧倒 的に多 く,以 下,「 簡単

第2-2-51図 ニ ューメデ ィアの導入 に対す る配慮

(複数回答)

0102030405060%

取扱の説明がやさしく,十分なされること 雛'霧舞雛雛霧、鑛霧1'2α9

どの地域でも利用できるようにすること雛鑑
,鷺霧難難禦1Z8

毅 誉編 響 製 聖i鑛 雛雛罐 ・66

小型 ・軽 量 であ るこ と

望 む こ と は な い

わ か ら な い

「情報社会 に関す る世論調査」(総 理府)(60.11)に よ り作成
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に操作 できること」(38.7%),「 取 扱の説 明がや さしく,十 分 な され る

こと」(20.9%)の 順 となっている(第2-2-51図 参照)。

このこ とか ら,二 晶一メデ ィアに対 し,低 価格 で,し か もだれ で も簡

単 に使 える操 作性の良い ものを望 んでい ることが分か る。

(二 一一メデ ィアに対す る国民 の意識)

以上 のことを総合す ると,各 ニ ューメデ ィアにつ いては,そ の知名度

は確実 に高 まってい るが,関 心 の高 さの割には利用意 向が全体的にあま

り高 くない といえ る。 この理 由 としては,利 用 に伴 って費用の負担が生

じることや,操 作性の悪 さ及び人 と人 との触れ合 いの減少に対す る不安

等 が原因 となってい ると考 え られ る。

また,各 ニューメデ ィアは,全 国民に一様 に受け入れ られ るとい うよ

第2-2-52図 ビデオテックス通信サービスの利用契約数の推移

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

台

..・家 庭 用

60.360.660.960.1261.361.661.961.1262.3

年 月

キ ャ プ テ ン サ ー ビ ス ㈱ 資 料 に よ り作 成
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りも,メ デ ィア及 びサ ービス内容に応 じて,そ の ニーズの強 い特定 の層

に受け入れ られ るとい った,利 用 の分散化 の傾 向が うかがわれ る。

イ 我が国におけ るニ ュー メデ ィアの動 向

ここでは,我 が国におけ る代表的 なニ ューメデ ィアを取 り上げ,そ の

普及,利 用状 況につ いて概観す る。

(ア)ビ デオテ ックス

(ビデオテ ックス通信 サ ービスの利用状況)

59年11月 か らNTTの ビデオテ ックス通信サ ービスが開始 され,61年

度末の ネ ッ トワーク利用契約数 は,3万345と なっている(第2-2-

52図 参照)。 一方,サ ー ビス提供地域 につ いては,当 初 の東京23区 及び

91市6町1村 か ら,東 京23区 及 び316市83町10村(62年3月 末)に 拡大

第2-2-53図 キャプテン情報センターへのアクセス画面数の推移(家 庭用)
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200
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100

50

万

画

面0

60年61年62年

1～34～67～910～121～34～67～910～121～3

月 月 月 月 月 月 月 月 月

キ ャ プ テ ンサ ー ビ ス㈱ 資料 に よ り作成

(注)月 間 ア クセ ス 画 面数 は,3か 月 間 の 平均 値
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されてい る。

また,キ ャプテ ン情報 センターへの月間画面 アクセス数の推移 は,利

用契約数に伴 って増加 してお り,家 庭用端末か らの月間画面 アクセス数

は,当 初の約7.4倍 の200万 画面 となってい る(第2-2-53図 参照)。

1端 末当た りの月平 均画面 ア クセ ス数 の推移は第2-2-54図 の とお り

であ り,サ ービス開始 当初 を除 き,ほ ぼ300画 面前後 で推移 してい る。

第2-2-54図1端 末当たりの月間アクセス画面数の推移(家 庭用)

画
面

600

500

400

300

200

100

060年
61年

1～34～67～910～121～3

月 月 月 月 月

キ ャプテ ンサー ビス㈱資料に より作成

(注)数 値 は,3か 月間 の平均値

(利 用 情 報 の 種 類 と 特 徴)

62年

4～67～910～121～3

月 月 月 月

家庭用端末か ら利用 され ている情報の種類 につ いて,61年10月 か ら62

年3月 の6か 月間の 情報分野別画面 ア クセス状況をみ ると,「 くらしと

す まい」 に関す る情報が38.8%と 最 も多 く,「娯楽 ・趣味」が31.9%,

「専門情報」 が15.9%の 順 とな っている(第2-2-55表 参照)。
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第2-2-55表 情報 分野 別の画面 アクセス状況

(61.10～62.3)

情報分野

くらし とす まい

娯楽 ・趣 味

専門情報

ニ ュー ス ・天 気予 報

映画 ・音 楽 ・芸能

シ ョ ツ ピ ン グ

旅行 ・観光 ・交通

教育学習・教養文化

そ の 他

合 十
二
=
ロ

画面 ア クセス数
(千画面)

3,561

2,931

1,461

254

196

189

166

117

312

9,817

比率
(%)

38.8

31.9

15.9

2.8

2.1

2.1

1.8

1.3

3.3

100

キ ャプテ ンサー ビス㈱資料に よ り作成

(注)画 面 ア クセス数は,共 通 目次及 びシステム画 面

等 を除 く,61年10月 か ら62年3月 まで の合計値

「くら しとす まい」 については,メ ールボ ックスの利用 に よ り,最 近

急速 に利用 が増加 してい るものであ る。 「娯楽 ・趣味」 につ いては,ゲ

ーム,ク イズ,占 いを主 とした娯 楽 メデ ィア として用 い られてい る。ま

た,「 専 門情報」 については,株 式市 況を中心に,業 界情報,会 社案内

が主 とな ってい る。

三鷹 ・武蔵野地域 を中心に行 わ れ たrINSモ デ ルシステム実験報告

書」 か ら,キ ャプテ ンの情報内容に対す る利用者 の意見 ・要望 を み る

と,「 利用対象者,利 用 目的 を明確 に し,タ ーゲ ッ トを絞 った情報提供」

及 び 「キ ャプテ ンでなければ手 に入 らない情報がほ しい」等が挙 げ られ

ている。「くらしとす まい」に関す る情報や,「 娯楽 ・趣味」につ いては

前者 の例 であ り,ま た,株 式市況等の ホ ッ トな情報は後者 の例 となって
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お り,よ く利用 され てい る情報 と要望が一致 してい る。

以上 の ことか ら,情 報内容については,多 様化す る二・一ズに こたえ得

るターゲ ッ トを絞 った様 々な情報及び,テ レビ,ラ ジオ,新 聞では得 ら

れ ない あるいは新 し くホ ッ トなキ ャプテ ン独 自の情報が望 まれ,ま た,

利用 され る可能性が高い ことが分か る。

以上 は,ビ デオテ ックス通信サ ービスにおけるキャプテ ン情報 センタ

ーに関す る現状 であるが,こ のほか,ビ デオテ ックスシステ ムには,ビ

デオテ ックス通信サ ー ビスにおけ る直接型情報セ ンター及びテ レ トピア

構想等で推進 され ている,地 域 やサ ービス利用者を限定 した システ ムが

あ り,こ れ らの システ ムも逐次サ ービスを開始 してお り,今 後の発展が

第2-2-56図 衛星放送受信世帯数の推移
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NHK資 料に より作成
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期待 されてい る。

(イ)放 送 ニ ュー メデ ィア

(衛星放送 の普及状況)

衛星放送 の受信世帯数 の推移 は,第2-2-56図 の とお りであ り,61

年度末 で前年度比55%増 の13万6,600世 帯 とな ってい る。 この うち個別

受信世帯は6,100世 帯 と少な く,大 部分が共 同受信 とな ってい る。62年

7月 か らは,NHKに よ り2チ ャンネルの うち1チ ャンネルで24時 間編

成 の衛星放送独 自の番組が 開始 された こ とに よ り.衛 星放送 に対す る関

心が高 まってお り,今 後 の普及促進が期待 され てい る。

(文字放送 の普及状況)

第2-2-57図 文字放送受信機の普及状況

40

30

20

10

云
口

0

61.161.361.561.761.961.1162.162.3

年 月

通 信 機 械 工 業 会 資 料 に よ り作 成

(注)受 信 機 数 は,出 荷 台 数 の累 計値 で あ る。
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文字放送 の普及をみ ると,文 字放送受信機 の出荷台数(累 計)は 第2-

2-57図 の とお りで あ り,前 年度 末に比べ3万7,256台 増 の3万9β55

台(61年 度末現在)と 伸 びている。 これは,61年10月 か ら文 字放送 内蔵

型のテ レビジ ョン受信機 が発売 された ことが大 きな要因 とな っている。

一方 ,61年 度末 の文字放送事業者数 は,NHKを 含めて22社 と,前 年

度に比べ9社 増加 した。 また,NHKに よるサ ー ビス区域が全国に拡大

された。

文字放送 は,ま だ始 まったばか りであ り・,その普及が期待 され ている。

ウ 諸外国 におけ るニューメデ ィアの動向

(ビデオテ ックス)

第2-2-58図 フランスのビデオテ・7クス端末数の推移
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ビデオ テ ックスの普及 が世界 で最 も進 んでい るフランスのテ レテル ・

サ ービスの端 末数 の推移 は,第2-2-58図 の とお りである。

テ レテル ・サ ービスは,58年2月 か ら本格サ ービスが 開始 され,60年

3月 には全国サ ービス網 が完成 し,そ の後順調 に普 及が進 み,端 末数 は

60年12月 の130万 台か ら61年12月 の230万 台へ と,1年 間で77%の 伸 び

を示 してい る。 また,端 末1台 当た りの月間利用時 間は,88分(60年12

月)か ら118分(61年12月)へ と増加 している。

フランスで ビデオテ ックスが伸 びている理 由 としては,「 電子電 話帳」

サ ービス として ビデオテ ックス端末を紙製電話帳 の代わ りに無料 で利用

者 に配 布 してい ること及びサ ー ビスの種類 の増大 に よるもの と考 え られ

る。 また,こ の無料 の端末 は,全 端末 の約9割 を占めている。

(CATV)

第2-2-59図 米 国におけるCATV加 入世帯数の推移
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ニールセン社調査資料に よ り作成
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米国のCATV加 入世帯数の推移 は,第2-2-59図 の と お り で あ

る。米国のCATVは,辺 地におけるテ レビジ ョン放送 の難視聴対策 か

ら始 ま り,そ の後,テ レビ局の数が少 ない中小都市 を中心に普及が進 ん

だ。 これは,当 時 の大都市では5以 上 のテ レビ局が あるのに対 し,中 小

都市は2局 しかない所が多 く,CATVに 加入す ることに よって,大 都

市 の独立局の番組等 をは じめ とす る多 くのチ ャンネルの視聴が可能 とな

り,こ れが人 々のニーズを満たす ものであった ことに よる。

その後,国 内通信衛星を利用 した番組配給が開始 され,加 入世帯数 は

更 に増大 し,62年2月 には4,282万 世帯 に達 してい る。

なお,主 な国のCATVの 普及状況は第2-2-60表 の とお り で あ

る。

第2-2-60表 主な国のCATVの 普及状況

国 名

本

国

ス

ダ

独

ダ

国

勃

ナ

勃

日

米

フ

カ

西

オ

英

加入世帯数
(千世帯)

4,935

42,821

6,500

4,786

4,473

3,000

2,450

対 テ レビ保有世
帯普及率(%)

15.4

4B.7

38.2

60,4

21。3

62.0

12.9

(注)日 本は郵政省(62年3月),米 国は ニールセ

ン社調査(62年2月),欧 州各国はEBU調

査(58年6月)資 料 によ り作成

(文字放送)

英国の文字放送受信機 の普及台数の推移 は第2-2-61図 の とお りで

ある。 英 国では,49年 に 実験放送 が開始 され,51年 に本放送 の開始以

降,普 及台数 は急速に伸び,60年9月 現在約300万 台(世 帯普及率14%)

に達 した。
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第2-2-61図 英 国の文字放送受信機数の推移
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英 国の文字放送 は,受 信料収入 で運営 され てい る 「シーファクス」及

び広告放送収入 で運営 され ている 「オ ラクル」 の二つ のサ ービスが提供

され ている。 また,衛 星を介 して,欧 州 のCATV局 向けの 「ス カイテ

キス ト」 と呼ばれ る文字放送 も開始 され ている。

なお,主 な国 の文字放送受信機普及台数は,第2-2-62表 の とお り

であ る。

エ ニ ュ・一メデ ィアの発展に向けて

(情報の受け手か ら使い手へ)

情報量が増大す るとともに,通 信 メデ ィアの利用 目的が多様 化 してい

る中で,人 々は,画 一情報の一方的な 「受け手」 か ら各 自の意 向に合わ

せて情報を選 択す る,さ らには 自ら情報 を創造 し発信す る 「使 い手」 に



第2-2-62表

第2節 暮 らしの中の通信 一183一

主 な国の文字放送受信機普 及台数

国 名

国

独

ダ

国

ス

ン

ン

ラ

ラ

英

西

オ

米

フ

数
)

台
台

及
千

普
(

3,0QO

l,640

700

72

30

「放送研究 と調査」'85/12(NHK放 送文化 調査研究所)

によ り作成

変化 しつつあ る。 また,国 民の価値観 の多様化に よ り,個 別情報に対す

るニーズの強 ま りとあいまって,ニ ュー メデ ィアの発展が期待 され てい

る。

(利用者の ニーズの的確 な把握)

二一一 メデ ィアが発展す るためには,多 様化す る利用者 のニーズを吸

収 してい くことが最 も重要 な課題である。

新 しいメデ ィアに対す るニーズは,あ らか じめ顕在 しているの ではな

く,潜 在的な ニーズが新 しいサ ービスの出現に よって刺激 されて顕在化

した り,あ るいは全 く新 しい ニーズが誘 引され,創 造 され る こ と が 多

い。

キ ャプテンで よ く利用 されてい る情報 の種類は,利 用者が要望 してい

る情報 と一致 してい ることか らも明 らかな ように,利 用者 のニーズを的

確に把握 し,そ の ニーズに迅速に こた えてい くことが重要 であ る。

(メデ ィアの独 自性)

郵便及び電話は,本 節 でみた とお り国民 の間で高い評価 を得 てお り,

放送 も最 も有力 な情報源 としての地位 を確立 してい る。 この よ うに,郵

便,放 送及び電話は,既 に暮 らしの中に定着 してい る。ζの ような状況

の中で,ニ ュー メデ ィアは,こ れ ら既存 メデ ィアと直接競合す るあるい
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は代替す るとい うよりも,各 メデ ィアの特徴を生か し,他 の メデ ィアと

補完的 な関係を保 ちつつ発 展 してい るもの と考 え られ る。キ ャプテンの

利用者 の要望か らも分か るよ うに,利 用者 は,そ の メデ ィアで しか得 ら

れ ないメデ ィア独 自の情報 を求めている。

以上の ことか ら,ニ ュー メデ ィアに対 して,各 メデ ィアの特徴 を生か

した独 自のサ ー ビスが期待 され ている。

(ニ ューメデ ィアの発展 に向け て)

電話 につ いてみ ると,全 国的なネ ッ トワークの広 が りと端 末 の 普 及

が,ネ ッ トワー クの利用 価値 を高め,こ れ が更 に普及 を推進す る原動力

となった。 ニューメデ ィアにおいて も,ネ ッ トワー クの拡大 と端末 の普

及が.各 メデ ィアに一層 の付加価値 を もた らし,価 格 の低下やサ ー ビス

内容の充実 につ なが ってい くことが期待 され る。

国民 の ニュー メデ ィアに対す る要望は,価 格の低廉化 と操作性の簡易

化に関す る2項 目に集中 してお り,こ れを克服す ることが重要であ る。

今後,ニ ューメデ ィアの発展 のためには,ネ ッ トワークの整備 と端末

の普及を促進す ることが急務 であ り,端 末及 び利用 価格 の低廉化,ニ ー

ズに即 したサ ービス内容の充実 及び操作性 の改善等 が必要 であ る。 と り

わけ,多 様化す るニーズに対応 した,タ ーゲ ッ トを絞 ったサ ー ビスの提

供や メデ ィア独 自性を発揮す ること も考慮す る必要が ある。

郵 便,電 話及び放送 とい う基幹 メデ ィアは,郵 政 省,NTT,NHKと

い う国公営企業 が,安 定 した経 営基盤 の上 に立 って,国 民に対す る普遍

的普 及を政策理念 として,そ の展 開を図 って きた。

これ に対 し,ニ ュー メデ ィアは,公 的部門 に よって行われ るほかに,

民間部門に よ り推進 され る とい う点で,従 来 とは異 なる局面を もってい

る。それ らの民間部門が各 々の創意 と活力に よ り,国 民の ニーズを積極

的に喚起 す ることが望 まれ る。その際,ニ ューメデ ィアの多 くは,技 術
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的,経 済的に リス クが大 きいので,現 在 とられてい る政府 に よる技術開

発 の推進や財政上 の支援措置等の一定の政策的誘導が,民 間活力 を引 き

出す呼 び水 と しての効果が高 いといえ よ う。

3暮 らしと情報化の進展

今 日,我 が国においてみ られ る情報化の著 しい進展は,産 業や企業活

動の分野に とどまらず,暮 らしの中に まで及んでいる。 ここでは,情 報

化に対す る国民の意識 を分析す るとともに,暮 らしの中において,企 業

の情報化が どの よ うに利用 されてい るかについて述べ る。

(1)国 民の情報観

情報化が進展 し,多 種多様な情報 が豊富に提供 され る よ うに なって い

る。 これに対す る国民 の意識を,60年 世論調査及び62年 世論調査の結果

を基 に分析す る。

(情報は多いほ うが よい)

「情報 は多いほ うが よい と思 うか,少 ないほ うが よい と思 うか」 とい

う質 問に対 しては,「 多 いほ うが よい」 とい う人が34.8%,「 どち らか と

いえば多いほ うが よい」 とい う木が46.8%と なってい る。 一方,「 少 な

いほ うが よい」 と答 えた人はわずか9.7%に す ぎず,国 民 の多数は,よ

り多 い情報を望んでいる(第2-2-63図 参照)。 属性別にみて も,あ

第2-2-63図 情報の多寡に対する評価
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1.7

「暮 らしと情報通信 に関す る世論調 査」(総 理府)(62.2)に ょり作成
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らゆ る層 において,「 多いほ うが よい」 と答えた人が多い。 その割合が

特に高い ものは,性 別 では男性,年 齢層別 では若年齢層,学 歴別 では高

学歴 者,職 業別 では 「自営者」,「管理 ・専門 ・事務職」及 び 「学生」 と

な ってい る。

(暮 ら しの中で得 ている情報 の種類 は多 くない)

「暮 らしの中で得 ている情報 の種類 は多 いか ど うか」 を10種 類 の情報

について調査 した結果 に よると,「 一般 ニュース」 については,「 多い」

と答えた人(29.7%)が 「少ない」 と答 えた人(9.1%)を 上回 っ て い

る。 また,「 買い物情報」 につ いては,「 多 い」 と答 えた人(26.9%)と

「少ない」 と答えた人(27.9%)が ほぼ 等 しくなっている。 しか しなが

ら,こ れ ら以外 の情報につい ては,「 少 ない」 と答 えた人 のほ うが多 く

なって いる(第2-2-64図 参照)。

これは,暮 らしの中では,マ ス ・メデ ィアに よる豊富な種類の情報が

提供 されてい るほか,ご く身近 な情報 については入手で きるが,特 定の

分野については,詳 細な情報 が手に入 らない場 合があ ることを示 してい

第2-2-64図 生活 の中で得 ている情報 の種類 に対 する意 識
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「情報社会に関す る世論調査」(総理府)(60.lDに よ り作成
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る。

また,情 報 の分野 ごとに,「 種類が多い」 と答 えた人の属性 をみ ると,

「一般 二"一 ス」については 男性及 び 「有職者」,「 地域 ニュース」につ

ていは 「自営者」,「買 い物情報」 につ いては女性,「 教育 ・学習情報」

及び 「音楽 ・催 し物情報」 につい ては 「学生」において割合が高 くな っ

ている。 この ことは,特 にある分野の情報を必要 としてい る人が,そ の

分野 につ いて,「 情報 の種類が多い」 と評価 してい ることを示 してい る。

(情報不足で困 ることは ない)

「情報が不足 しているために不便 だ と思 うことがあるか」 とい う質 問

に対 しては,「 ない」 と答 えた人(70.5%)が,「 あ る」と答えた人(24.1

%)を 大幅に上 回っている(第2-2-65図 参照)。 この ことは,暮 ら

しの中においては,マ ス ・メデ ィアによって全般 的な情報が大量に提供

され ているため,情 報が不足 して不便 を感 じることはない ことを示 して

い る。

第2-2-65図 情報不足で不便と思ったことの有無
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「情報社会に関する世論調査」(総理府)(60、ll)に より作成

また,「 ない」 と答えた人の属性をみ ると,性 別では女性,年 齢層別

では高年齢者,職 業別 では 「農林漁業従事者」 及び 「無職 の主婦」 にお

いて割合が高 くなってい る。

一一方 ,「 ある」 と答 えた人 の割合が特 に高 いものの属性 をみると,年

齢別 では20代(39.4%),学 歴別 では高学歴者(29.0%),職 業 別 で は
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「学生」(40.5%)及 び 「管理 ・専 門 ・事務職」(31.3%)と なってい る。

これ らの者については,マ ス ・メデ ィアに よって提供 され る全般 的な情

報 では,十 分 な情報 が入手 で きない ことが うかがわれ る。

(情報が多 いことの メ リッ ト)

「情報が多 いとい うことで どの よ うな良い面が あるか」 とい う質 問に

対 しては,「 世 の中の動 きがわ か る」 と答 えた人 が66.2%で 最 も多 く,

次 いで 「知識が豊富にな る」(48。8%),「 生活 が便利 にな る」(37.5%)

とい う順 とな ってい る(第2-2-66図 参照)。

属性別にみ ると,情 報 の多い ことの メ リッ トを積極 的に指 摘 し た 人

第2-2-66図 情報が多い ことの良い面
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「暮 らし と情報通信に関す る世論調査」(総理府)(62・2)に よ り作成
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は,性 別 では男性,学 歴 別では高学歴者,年 齢別 では20代 及び30代,職

業別では 「自営者」,「管理 ・専門 ・事務職」及 び 「学 生」 に多 く,「 情

報は多いほ うが よい」 と答えた人 の割合が高い ものの属性 と一致 してい

る。

(情報が少ない ことのデ メ リット)

「情報が少ない とい うことで どの よ うな不便,不 利益が あるか」 につ

いての質問では,「 世の中の動 きに取 り残 され る心配が ある」 と答えた

人が38.7%で もっとも多 く,次 いで 「自分 に必要な情報が得 られ ない」

と答 えた人が34.6%と なってい る。 しか しなが ら,「 特にない」 と答 え

た人 もこれに次いで27.3%と なってい る(第2-2-67図 参照)。

これ を属性別にみ ると,情 報 の多い ことの メ リッ トについての質 問 と

同様に,デ メリッ トを積極 的に指摘 した人 は 男 性,若 年齢層,高 学歴

者,「 自営者」,「管理 ・専 門 ・事務職」 及び 「学生」に多い。一方,「 特

にない」 とい う人は,都 市規模別 では 「町村部」,性 別 では女性,年 齢

層別では高年齢者,職 業別では 「無職の主婦」 に多 い。

(低い費用 負担意 向)

「情報を入手す るために,自 分 で どの程度費用 を負担 して もよいか」

を,「 健康情報」,「教育 ・学習情報」及 び 「趣味 ・娯 楽情報」につ いて

質 問 した ところ,「 か な り費用を負担 して もよい」 と答えた積極的 に 費

用 負担 の意 向のあ る人 は,3.0～5.9%と,非 常に低い水準 に とどまって

い る。逆 にほ とん ど全 く費用負担 を行 う意思 のない人は,20.4～28.4%

となっている。これを各項 目ごとの属性 でみ ても,「か な り費用を負担 し

て もよい」 とい う人が 「ほ とん ど(全 く)費 用 は負担 した くない」 とい

う人 を上回 っている の は,「 教育 ・学習情報」 につ いての 「学生」に限

られ,ほ とん どすべ ての層にわたって,こ れ らの項 目のいずれについて

も,費 用 負担については消極的であ る(第2-2-68図 参照)。 これは,
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第2-2-67図 情報 が少 ないことによる不便,不 利益
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「暮 らしと情報通 信に関す る世論調 査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

ぐ注)「 不便,不 利益 」は,二 つまでに回答を限定 して調査 した。

国民が,「 世 の中の動 きに取 り残 されないために」 あ るいは 「知識 が 豊

富 になるため」 とい うことを主な理由 と して情報 を求めてお り,こ れ ら

の情報 はテ レビや新聞 とい ったマス ・メデ ィアに よって提供 され る情報
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第2-2-68図 情 報 を 入 手 す る ため の費 用 負 担 に 関 す る意 識
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「暮 らし と情報通信に関する世論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

で足 りてい るか らであ り,さ らに,個 別 の分野に限った情報 に 対 し て

も,特 に費用負担 を考 えていないか らである。

(情報に対す る国民 の基本的な意識)

以上の ことか ら,国 民は,情 報化 の進展す る中で,多 くの情報を求め

ていることが分か る。その理由 としては,世 の中の動 きに取 り残 され な

い ように,全 般 的な情報を求め る傾 向にあ る。す なわ ち,自 分の行動の

前提 とな る全般 的な情報の入手を希望 してい る。

(2)ネ ッ トワー ク化の進 展 と暮 ら しの惰報化

ネ ッ トワーク化 の進展は,情 報化 の進展を支え る一つ の大 きな柱 とな

っている。ネ ッ トワー クは,規 模が大 き くな るほ どその効用 も増 大す る

ものであ る。特 に,電 話等 の双方 向のパ ー ソナル・メデ ィアについては,

端末が増加 し,規 模が大 き くなるに したが って,そ の効用 も著 しく増大

す る。 こ うした ことか ら,ネ ッ トワー ク化の進展が情報化 の進展 に もた

らした効果 には極め て大 きい ものがある。

ア 基幹通信 メデ ィアの普及 と暮 らしの情報化
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今 日,郵 便,電 話,放 送 の基幹通信 ネ ッ トワー クは成熟の域 に達 し,

どの家庭 において も容易にア クセスが可能 となっている。暮 らしの中の

情報 化の進 展は,こ れ らの基幹通信 メデ ィァのネ ッ トワー ク化 の進 展に

よって もた らされ た もの といえる。

中で も電 話は,サ ービス開始 当初 は極 めて高価 な ものであ り,主 に企

業活 動の領域 において利用 され ていた 。電 話の もつ 即時性 と双方向性 と

い うメ リッ トは,こ の時期 か ら十分 に活用 されて きた。

一方では ,家 庭 において も,電 話に対す る要望は根強 く,常 に大量 の

積滞が存在 していた。その後,電 話は,技 術の発達 に よって大量に,か

つ低廉な価格で架設す ることが可能 とな り,暮 ら しの中に も普及 してい

った。 この よ うに,企 業活動において電話が普及 してい く過程で,経 済

性等が向上 した ことが背景 とな って,暮 ら しの中に まで ネ ッ トワー ク化

が進展す る素地が培われて きた とい うことがで きる。

イ データ通信の普及 と暮 ら しの情報化

デー タ通 信は,企 業の情報化に極めて大 きな役割を果た してい る。 コ

ンビ凶一タの導入に よ り企業の事務が合理化 ・効率化 され,事 務処理が

迅速かつ確 実に行われ るよ うにな った。 また,デ ータ通信 のネ ッ トワー

ク化が進展 した ことに よ り,情 報化が更に進 展 した。今 日では,多 くの

場面 で企 業活動におけ る情報化が暮 ら しの中に まで浸透 してきてい る。

(予約 業務のネ ッ トワーク化 と暮 らし)

予 約業務は,列 車の座 席予約 に始 ま り,今 日では各種 の システムが導

入 されてい る。 また,予 約の対象 も拡大 され,交 通機関,音 楽会等の各

種催 物の座 席,宿 泊施設等多岐 にわた ってお り,各 種の予約が迅速に行

われ るよ うにな ってい る。 さらに,ネ ットワーク化 め広 が りに よ り,ア

クセスも容易にな ってい る。

予約業務は,日 本国有鉄道 のみ ど りの窓 口で使用 された マルス(MA
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RS:MagneticelectricAutolnaticReservationSystem).が 最 初 で あ る 。

今 日 で は,マ ル ス に 加 え て,各 種 の 予 約 業 務 シ ス テ ム が 構 築 され,列 車

の 座 席,寝 台 等 に 加 え て,宿 泊 施 設,航 空 機 の 座 席 等 も予 約 可 能 と な っ

て い る(第2-2-69図 参 照)。

第2-2-69図 マルスの概要

旅行会社の
コンピュー

タセ ンター

旅行会社の営業所 みどりの窓口

旅行センター

旅行会社窓口

プ ッシ キャプ

ユホン テン

航空会社
座 席予約
セ ンター

国鉄資料により作成

また,郵 政省で も,簡 易保険 ・郵便年金加入者福祉施設 の 利 用 情 報

を,簡 易保険及び郵 便年金 のオンライ ン ・サ ー ビスを行 っている郵便局

で提供 してい る(第2-2-70図 参照)。

(金融分野におけ るネ ッワーク化 と暮 らし)

金融 の分野では,デ ータ通信が普及 し,各 種 のシステ ムが構築 されて

い る。 この結果,口 座 を設定 してい る店舗以外において も,入 出金 の即

時処理や現金 自動支払が可能 とな ってい る。 また,現 金 自動支払 システ

ムが構 築 された ことに より,他 の金融機 関の現金 自動支払機 の利用 も可

能 とな っている(第2-2-71表 参照)。

また,郵 便貯金については,全 国約2万 の郵便局を結ぶ郵政 省の為替

貯金 ネ ッ トワー クが構築 され ている。 さらに,郵 政省 では,郵 便 システ

ム,貯 金 システム,保 険 システム等 のネ ッ トワー クを統合 した 「郵政統

合通信ネ ッ トワー クシステ ム(PNET)」 の構築を進 め て お り,62年3
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第2-2-70図 簡易保険 ・郵便年金加入者福祉施設利用惰報提供

システ ムの概要

簡易保険 ・郵便年金福祉事業団 郵 政 省

1本 剖 1本 省1

1事業団セ・ター[ 1東 日本・・ターii西 ・本・・ター-1

1サブ・・タヨ

ー 一

オ 郵

疹 政

二 局
局 一
一

1サブセ・ター1

-一 一

喜
7

葛
一

⊥

契
煮
よ
『

⊥

巽
3
f
一

⊥

馨

多

多

f
一

⊥
会

董

郵
政

旦

(注) は通信回線を示す。

第2-2-71表 現 金 自動 支払提携 システムの例

名 称

都 銀 キ ャ ッ
シ ュサ ー ビ

ス シ ス テ ム

(BANCS)

信託 銀行現
金 自動支払
システム

(SOCS)

地方銀 行現
金 自動 支払
システ ム

(ACS)

現
払

行
支

ム
釣

銀
動

テ
C

互
自

ス
㊦

相
金

シ

現金 自動支
払 システ ム

(NCS)

域
携

ム

地
提

テ

州
D

ス

九
C

シ

参加銀行数 13行1 ・行1 64行 67行1 53行11・1獺

サ ー ビ ス

開 始 時 期
59年1月 58年4月 55年lO月 53年11月 50年11月 62年3月

大蔵 省及びNTT資 料 によ り作成

月,一 部 の地 区で運用 を開始 した(第2-2-72図 参照)。

一方 ,為 替取 引につ いては,全 銀 システムが構築 され てい る(第2-

2-73図 参照)。 全銀 システ ムは48年 に発足 し,そ の後,各 種 の金融機

関が次 々に加盟 し,今 日では 内国為替業務を 行 うすべ ての 民間金融機

関,約5,500機 関の約4万 店舗 を結ぶ為替取 引の一大 ネ ッ トワー クが形
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第2-2-72図 郵政統合通信ネ ッ トワークシステムの概要

塔・タ黛 ・タ竺 ・ヨET墜 ・タ鞭 ・タ竺 響・タ些 筋 聾

寧 大阪PS/PS東 京[翼
psl・M・1・ ・

(ネ/ト ワーク

PS管 理センター)PS

I・w・11・w・II・w・1【 ・w・i[・w・II・w・ 日 ・w・II・w・1

… 品 ・… 島 ・一… 誌 一一一一碗 一一… ・σu… …σ σ 一 一蕊

匝]パ ケ・ト交搬

匝]プ ・ト・ル変熊

○ 貯金端末 ・保険端末 ・郵便端末等

賄 局

成 され ている(第2-2-74表 参照)。 この結果,送 金等 に要す る時間

が大幅 に短縮 された。

(流通分野のネ ットワー ク化 と暮 らし)

流通 の分野では,製 造業,卸 売業及び小売業を ネ ッ トワー ク化 し,商

品の販売在庫管理や受発注 データの交換 を行 うシステムの構築が進 んで

い る。 また,多 種少量生産 の傾向が進む 中で,こ れに対応 して,消 費者

の商品選択情報を迅 速かつ的確に把握す るPOSシ ステム(販 売時点情

報管理 システム)の 導入が進め られてい る。 さらに,POSシ ステ ムに

代金決済機能を付加 したいわ ゆるrBank-POS」 も現れ て きている。

ウ 企業活動におけ るネ ッ トワー ク化 と暮 らしの情報化

このよ うに,企 業活動において進展 した情報 化は,ネ ッ トワーク化に

よって,企 業活動 と暮 らしとのつ なが りを深め,暮 らしの中 の情報化を
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第2-2-73図 全銀 システムの概要

事務

センター

全国銀行 ・相互銀行

商工中金 ・外国銀行

共同

センター

共 同

セ ン ター

全銀

セ ン ター

共 同

セ ンター

相銀九州共同

オンラインシステム

共同

センター

共同

センター

農協 ・漁協等

(社)東 京 銀行協会資料 によ り作成

(注)口 は地区 センター,○ は営業店を表す。

第2-2-74表 全銀 システム の変遷

年 月 事 項

48年4月

54年2月

57年4月

59年8月

62年ll月

・全国銀行デ ータ通 信 システ ム稼 動

・加盟銀 行は,全 国銀 行等88行

・第2次 全国銀 行デ ータ通 信 システム稼 動

・相互銀 行,信 用金庫,農 林中央 金庫等が加盟
・加盟 金融機 関数708行

・在 日外国銀 行1行 が初めて加盟

・信用 組合,労 働金庫,農 業協同組合等が加盟
・加盟 金融機 関数5

,479行
・第3次 全国銀行デ ータ通信 システム稼 動

大 き く進展 させた。すなわち,企 業 自身の事 務の合理 化 ・効率 化を図 る

ことか ら始 まった情報化が,顧 客サ ービスが向上 した とい う点で ,暮 ら

しの中において も情報化を進 展 させた といえる。
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さらに,今 日では,家 庭 内に設置 された電話を入力端 末 として,こ れ

らのデ ータ通信 システ ムに接続 し,予 約,発 注等が行 えるシステ ムも既

に出現 してい る。あ るいは,ビ デオテ ックスや パ ソコン通信は,各 種 の

情報を検索す ることが可能 な メデ ィアとして既に利用が始 ま っ て い る

が,こ れ らを入力端 末 として接続す ることも可能 であ る。暮 らしの中の

情報化 は,こ のよ うにデー タ通信 システ ムに対す るア クセ スが容易 とな

った ことによっても進展 している。



一198一 第2章 暮 らしの中 の通信

第3節 よ りよい暮 らしのため に

国民 のため の ものである通信は,そ の高度化 に よって暮 らしを よ りよ

い ものに しなければ な らない。

本節 では,プ ライバ シー保護,情 報活用能 力のか ん養等,よ りよい暮

らしのために克服すべ き課題や問題点につ いて分析す る。

1個 人の利益の保護

今 までみ てきた よ うに,情 報化 の進展は,個 人生活 に大 きな メ リット

を もた ら している。 しか しなが ら,一 方 では,情 報化 の進展 は,個 人の

利益を侵害す る可能性を有 している。

(1)プ ライバ シー保護

情報化の進 展に よる個人 の利益 の侵害 の中 で最 も重要 な問題 として,

個人 のプ ライバ シー侵害が ある。

ア マス ・メデ ィアとプライバシー侵害

30年 代以降,私 生活をみだ りに公開 されない とい う法的保 障を求め る

動 きが大 き くな り,判 例において も,こ の よ うな内容 の プライバ シー権

が認め られ てきてい る。

マス ・メデ ィアは,極 め て広い範囲に情報を伝達す るので,マ ス ・メ

デ ィアに よってプ ライバ シーの侵害が行われた場合,と りわけそ の情報

が事実 でなか った場 合には,回 復 しがたい損害を与え ることがあ る。

(訂正放送等 とプライバ シー)

今 日,最 も強 力なマス ・メデ ィアである放送につい て・放送法 は,こ
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のよ うな場 合に個人 の利益の回復のために次 のよ うな規定 を 設 け て い

る。訂 正放送等 に関す る第4条 第1項 では,真 実でない事項 の放送を し

た とい う理 由で,そ の放送に よって権利 の侵害を受けた本人や関係者か

ら,放 送 のあ った 日か ら2週 間以内に請求が あった ときは,放 送事業者

は,調 査を して,そ の結果真実 でない ことが判明 した ときは,判 明 した

日か ら2日 以内に,相 当の方法 で,訂 正又 は取消 しの放 送を しなければ

な らないことが定 め られ ている。 これ に よ り,権 利 の侵害を受けた本人

等がそ の不利益 の解 消を求め る道 が開かれ ている。

また,こ の訂正放送等 の実施を確保す るた めに,放 送事業者 は,放 送

後3週 間以 内は訂正や取 消 しの関係者が確認す る ことがで きるよ うに必

要な措置 を講 じなければな らない こととされ ている。

さらに,放 送法第4条 第1項 の違反については,罰 則規定 も整備 され

てい る。

具体的 に訂正放送等の事例 としては,選 挙報道 で落選者を 「当確」 と

発表 した例,住 居侵入事 件で被害者を 「被疑者」 として報 道 した 例,

「危篤」 を 「死亡」 と誤報 した例等があ る。

この よ うに,放 送においては,訂 正放送等 に よ り,事 後的 で は あ る

が,個 人の利益 の保護が図 られ ている。

(出版 メデ ィアとプライバ シー)

放送以外 の分野においては,雑 誌 の取材に よる個人 の私生活上 の自由

の侵害が問題 となった事件について,法 務局が,人 権擁護 の観点か ら当

該出版社に対 して再発防止に特段の配慮 を求め る旨の勧告 を行 う事例が

発生す るな どマス ・メデ ィアに よる個人 のプライバ シーの侵害が大 きな

社会問題 とな っている。

イ 情報化の進展 とプ ライバ シー

近年 では,情 報化の進展 に伴い,プ ライバシーに関 して も新た な問題
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が生 じてい る。すなわち,デ ータ通信 の発達 に よ り個人情報 の流 通 ・加

工 が増大 してい るほか,企 業 に よる個人情報 の収集 ・利用 の増大 ・等が

み られ る。60年 に経済企 画庁 が実施 した 「事業 活動 におけ る個 人情報の

収集,利 用等に関す る調査」 に よれ ば,23.3%の 企 業が個 人情報を保有

してお り,保 有企業について の1企 業当た りの平均保有情報量 は,142

万人分 に上 っている。

こ うした中 で,本 人 の知 らない間に,本 人 が秘匿 を希望す る個人情報

が収集,利 用 された り,そ の情報 が事 実に反す るに もかかわ らず訂正さ

れ ないため,個 人に不 測の損害 を与 えた り,さ らには,個 人情報が収集

目的以外に使われた り第三者に転売 された りす るな どの問題が発生 して

いる。

ウ プ ライパ シー侵害に関す る国民の意識

(プ ライバ シー侵害を感 じる場合)

どの ような場合に プライノミシーが侵 害 された と思 うか とい うことにつ

い て,56年 に総理 府が実施 した 「プライバ シー保護に関す る世論調査」

と60年 に総理府が実施 した 「個人情報 の保護に関す る世論調査」におけ

る回答をみ ると,第2-3-1図 の とお りであ る。

これをみる と,「 ダイ レク トメ・一ルが頻繁 に舞 い込む 」 とい う回答が

56年 では16.3%,60年 では33.2%,「 自分や家族 のこ とについ てウ ソを

言 いふ らされた」 とい う回答 が56年 では34.9%,60年 では30.8%,「 自

分に関す る資料(情 報)が 知 らない うちに集め られて いた(使 われ てい

た)」 とい う回答 が56年 では28.3%,60年 では30.4%,「 自分 の過去 の経

歴を言いふ らされ た」 とい う回答が56年 では22.8%,60年 では24.5%,

「たびたび嫌が らせの電話があ る」 とい う回答 が56年 では16.8%,60年

では22.9%で ある。 また,「 勝手に写真を とられた」 とい う回答が56年

では12.7%,60年 では17.3%と なってお り,肖 像権に対す る意識 も強 ま
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第2-3-1図 プライバシー侵害のイメージ

(複数回答)

0102030

一201一

40%一
ダイレク トメール(宛名広告)が ひん
ぱんに舞い込む

自分や家族のこ とにつ いてウソを言
いふ らされた

自分に関する資料(情報)が知らないうち
に集められていた(使われていた)

自分 の過去の経歴を言いふ らされた

たびたびイヤが らせの電話がある

他 人が 家の 中 をのぞ く

保 険等 の強 引 な勧 誘 を受け た

知 人を通 じて興信所が 自分に関する

情報 を収集 した

勝手 に写真 を とられ た

役所が届出用紙に直接関係 ないこ と
を書かせ る

自分や家族 のことについて余分な世
話 を受けた

自分に関する資料(情報)を見せて も
らえない

そ の 他

特 に な い

「プライバ シー保護 に関す る世論調査」(総理府)(56.5),「 個人情報 の保護に関

す る世論調査」(総 理府)(60.7)に より作成

116.3
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(56年 調査 な し)

驚

131.3
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ってい ることを示 してい る。

(個人情報 が知 られ てい ると感 じた ときの気持 ち)

62年 世論調査 に よる と,自 分 の住所,年 齢,収 入,家 族構成 な どの個

人情報 が知 られ てい る と考 え られ るよ うな電話 があった り,郵 便 物が来

た ことがある と回答 した者 が35.4%で あ る。 あ ると回答 した 人 に 対 す

る,そ の場合 どの よ うな気持 ちが したか とい う質問に対 しては,電 話の

場 合,「 不愉快 で嫌 な感 じが した」(49.8%),「 ど うしてわか ったのか不

思議 に思 った」(25.9%),「 不安 に感 じた」(10.6%)な どと回答 してお

り,郵 便物 の場合,「 ど うしてわ か った のか不 思議 に思 った」(33.3%),

「不愉快 で嫌 な感 じが した」(30.4%),「 何 とも思わ なか った」(15.5%)

な どと回答 され てい る(第2-3-2図 参照)。

(プ ライバ シー侵害 の増 加)

第2-3-2図 電話や郵便物が来た ときの気持 ち

(個人の情報が知られていると考えられる電話や郵便物が来たことが 「ある」と答えた人に)
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「暮 らしと情報通信 に関す る世論調査」(総 理府)(62.2)に より作成
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60年 に総理府が実施 した 「個人情報 の保護に関す る世論調査」 に よる

と,「 最近,個 人 の情報の利用 に関係 した,プ ライバ シーの侵害が増え

たと思い ますか」 とい う質問に対 して 「そ う思 う」 と答 えた人が48.2%

に上 ってい る。

また,「 個人 の情報 の利用 に関係 した プライバ シーの侵害は,将 来,

どのよ うにな ると思いますか」 とい う質問に対 して,「 多 くな りそ うだ」

と回答 した人が70.6%に 達 してお り.プ ライバ シー侵害 に対す る国民の

危 ぐが高 まっている。

いずれの質問においても,女 性 よ り男性,高 年齢層 よ り若年齢層の方

がプ ライバ シー侵 害の増加 を感 じてい る。

(コ ンピー一タの普及 に よるプライバ シー侵害)

コンピュータの普及 に よるプライバ シー侵害について,56年 に総理府

が実施 した 「プライバ シー保護に関す る世論調査」 と60年 に総理府が実

施 した 「個人情報 の保護 に関す る世論 調査」 を み る。「コンピュータの

普及に よって個人 の私生活が侵 され る危険が増 えた」 とい う意見 につ い

て 「そ う思 う」又は 「まあそ う思 う」と回答 した人が,56年 では42.5%,

60年 では51.2%と なってお り,「 あ ま りそ うは思わない」又 は 「そ うは

思わ ない」 と回答 した人(56年 では36.7%,60年 では32.2%)を 上回 っ

てい る。

また,「 現代は,『 情報化社会 であ る』 と言われ て い ま す が,あ なた

は,こ の ことについて ど う思い ますか」 とい う質問 に 対 し て 「そ う思

う」 と回答 した人の 「コンピュータの普及に よって個人の私生活が侵 さ

れ る危険が増えた」 とい う意見についての意識 をみ る と,「 そ う思 う」

又は 「まあそ う思 う」 と回答 した人が,56年 では49.3%,60年 では59.4

%と な ってお り,い ずれ の調査 で も,全 体に対す る割合 よ りも高 く,情

報化社 会であ ると思 ってい る人 ほ ど,コ ンピュータの普及に よる個人 の
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第2-3-3図 コ ン ピ ュー タ の普 及 とプ ラ イ バ シー 侵 害 に つ い て の 意 識
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「プライバシー保護に関する世論調査」(総理府)(56.5),「 個人情報の保護

に関する世論調査」(総理府)(60.7)に より作成

私生活 の危険を強 く感 じてい ることが分か る(第2-3-3図 参照)。

エ プ ライバ シー保護対 策についての意識

プ ライバ シーの侵害の増 加を意識す る人が多い中で,56年 に総理府が

実施 した 「プライバ シー保 護 に関す る 世論調査」 に よると,「 プライバ

シーを守 るために,国 や地方公共 団体 が何 らかの保護対策を設け ること

について,ど の程度 必要 だ と思い ますか」 とい う質問に対 して 「必要で

あ る」又 は 「まあ必要 であ る」 とい う回答が78.8%に 上 っ て い る。 ま

た,民 間企業 につい て も同様 の回答が77.6%に 上 っている。

また,60年 に総理府が実施 した 「個人情報の保護に関す る世論調査」

に よる と,国 の行政機関におけ る個人の情報について の各種保護対策に
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第2-3-4図 各種個人情報保護対策 の必要性
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「個人情報の保護に関する世論調査」(総理府)(60。7)に より作成

関す る考 えは,第2-3-4図 の とお りである。

これ をみ る と,「 収集す る目的をはっき りさせて,目 的以外 の使用を

原則禁止す る」及び 「収集された 自分の情 報の閲覧 と訂正の機会 を認 め
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る」 とい う対策について7割 以上 の人が 「必要であ る」又 は 「まあ必要

であ る」 と回答 してお り,そ の他の対 策について も過半数の人が同様の

回答を してい る。 また,い ずれ の対策について も高年齢層 よ り若 年齢層

の方が,そ して,「 最近,個 人 の情報 の利用 に関 係 した,プ ライバ シー

の侵害が増えた と思い ますか」 とい う質 問に対 して 「そ うは思わない」

と回答 した人 よ り 「そ う思 う」 と回答 した人の方が,そ の必要性を感 じ

てい る。

オ プライバ シ・一保護 の現状

我が国では,国 民の プライバ シーの保護 を図 るために,51年 に戸籍法

が,そ して60年 に住 民基本 台帳法 が改正 され て,戸 籍や住 民基本 台帳の

不当な利用 の抑制が図 られ た。

また,行 政機 関の もつ 個人情報 の保護 につ いては,51年,事 務次官等

会議申合せにおいて,電 子計算機処理 に係 る個人情報等 の 漏 え い.滅

失,き 損等 を防止す るため,デ ー タの管理,オ ペ レー シ ョンの管理,電

子計算機室の管理等 に関 して,電 子計算機処理 デー タ保護 管理 準則が定

め られた。 さ らに,61年12月 に閣議決定 され た 「昭和62年 度に講ずべ き

措置を中心 とす る行政 改革の実 施方針 について」 においては,行 政機関

の保有す る電子計算機処理 に係 る個人 情報 の保護 の制度 的方策について

は,法 的措 置を講ず る方 向で,そ のための具体 的検 討を行 うことが決定

され てい る。

一方
,自 治省の調べ に よれぽ,62年4月1日 現在,個 人 情報保護 のた

めの条例を制定 してい る地方公共 団体 は,341市 町村,4一 部事務組合,

計345団 体 とな っている。

諸 外国においては,ス ウェーデ ン,米 国,西 独,カ ナダ,フ ランス,

デ ンマー ク,英 国等 で,個 人情報保護 のため の立法が行われ てい る。 ま

た,OECDで も55年 に 「プ ライバ シー保護 と個人デ ータの国際流通に
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関す るガイ ドライ ンに関す る理事会勧告」が採択 され るな ど 国 際 的 に

も,個 人情報 の保護 を図ろ うとす る動 きが活発 であ る。

カ プライバ シー権 の変容

プ ライバ シーの概 念は,時 代,社 会の変化 を背景 と して 「そっ として

お いても らう権利」 とい う消極的,受 動的な概念 に加え て,「 自己に関

す る情報 の流れ を コン トロールす る権利」 とい う積極的,能 動的要素 を

含む との議論 もな され てい る。

(2)通 信の秘密の保護

通信の秘密 の保護についてみ ると,ま ず,憲 法 においては,表 現の 自

由を規定 してい る第21条 で検 閲の禁止 と並べ て,「 通信 の秘密は,こ れ

を侵 してはな らない」 と規定 され てい る。 これ を受け て,郵 便法 では,

第8条 で検閲を禁止す るとともに,第9条 で,「 郵政省 の取扱中に係る

信書の秘密は,こ れ を侵 してはな らない」 こ と,「 郵便 の業務に従事す

る者は,在 職中郵便物に関 して知 り得た他人 の秘密を守 らなけれ ぽな ら

ない」 こと及び 「その職を退 いた後において も同様 とす る」 ことが規定

されてい る。

そ して,信 書 の秘密を侵 した者 には一年以下 の懲役等の罰則が定め ら

れてお り,郵 便 の業務に従事す る者については さらに厳 しい罰則が規定

されてい る。

また,電 波法,有 線電気通信法及び電気通信事業法に も通信の秘密 の

保護に関す る規定があ る。

この ように,通 信の秘密 の保護は,通 信に関す る最 も基本的な人権 と

して厳格 に保障 されてい る。

(3)メ デ ィアの発展 と消費者利益の保護

放送や電気通信 システ ムを利用 した経済取引は,消 費者保護の見地 か

ら見て,適 正に行われ ない場 合には,重 要 な課題を提起す る こととな る。
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(放送 と消費者保護)

放 送は,広 告媒体 として視聴者 の消費行動 に大 きな影響 を 与 え て き

た。近年では,生 活情報 を提供す る番組にお いて,い わゆ るテ レビシ ョ

ッピングとい う広告 手段 も広 く用 い られ ている。

放送事業者は,広 告番組 につ いて も,そ の放送 の番組編 集者 としての

責任を有 してい る。

広告番組については,民 放連は,「 事 実を誇張 して視聴 者に過 大評価

させ る ものは取 り扱わない」,「視聴者 に錯誤 を起 こさせ るよ うな表現を

してはな らな い」 等の基 準を設 けて,放 送 の広告 に よって消費者に被害

が出ない よ う努め ている。

また,テ レビシ ョッピングにつ いては,60年4月 の国民生活審議会消

費者政策部会 の報告 では,景 品付販売や二重価格表示が なされ る とか,

また,商 品についての説 明の中で最大級表現を使 った り,い かに も買得商

品 であ るかの よ うに思わせ た り,限 定販売 と称 して消費者 に買い急 がせ

る とい った ケースがみ られ,ま た,短 い時 間 しか放映 され ないため,適 正

な消費者選択を行 うに当た って問題 が少 な くない と指摘 され てい る。放

送事業者 としてもこれ らの問題が生 じない よ う更に努 め る必要があ る。

(電気通信 システ ムと消費者保 護)

近年,デ ータ通信の発 展や ビデオテ ックス等 の ニューメデ ィアの登場

に よ り,ホ ーム ・シ ョッピング,ホ ーム リザベ ーシ ョン,電 気通信 シス

テ ムを利用 した銀行取引等が実現 し,あ るいは,試 行 されてい る。

こ ういった電気通信 シス テムを利用 した取引では,従 来の対面 での意

思確認 あるいは書面 での意思確認 とは全 く異な った問題が生 じる可能性

があ る。

ホーム シ ョッピングにつ いては,60年4月 の国民生活審議会消費者政

策部会 の報告 では,商 品の 内容や販売条 件,販 売者 の免責事項等が,消
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費者 に対 して十分に開示 され ない可能性があ ることなどが問題点 とされ

てお り,商 品 の受領後一定期 間は,消 費者が無条 件で返品をな し得 る も

Dと す るな どの消費者保護措置 の必要性が指摘 され ている。

電気通信 システムを利用 した銀行取 引については,こ の分野の先進国

であ る米 国では,53年,EFTA(ElectronicFundTransferAct)が 制

壷されて,無 権限振替に対す る消費者 の責任額 は,カ ー ド等 の盗難又は

分失 の通知前 に生 じた無権限振替 につ いては,50ド ルを限度 とす る こ

と,銀 行 は,期 間計算書を少な くとも振替がなされた月 ごと又 は3か 月

ごとに発行 しなければな らない ことな どが定め られ てい る。

我が国にお いて も,60年4月 の国民生活審議会消費者 政策部会 の報告

では,消 費者 の責任限度額 の設定 の検討,消 費者 の取引内容 に関す る疑

蔑についての銀行に よる調査,回 答の実施等 の必要性が提言 され ている。

回)通 信 ネ ッ トワーク ・セキ ュリテ ィ

デー タ通信,コ ン ピュータに対す る社会 の依存度が高 まる と,シ ステ

ムの 自然的,人 為的障害 に よ り,個 人生活 も大 きな損害を被 る こととな

る。

(社会的 なシステ ムの障害)

59年 の世 田谷電 話局 とう道 火災や,60年 の国鉄通信 ケーブル切断事件

こおいては,電 気通信 システムの障害が,単 に電話の不通 に と ど ま ら

ず,銀 行 のオ ンライ ン業務 の停止や列車運行不能 とい った重大 な二次的

廷害を発生 させた。 これは,電 気通 信の高度化は,巨 大 システムが共通

こもつ弱点 と してネ ッ トワークそれ 自体及 び社会 システ ムのぜ い弱性を

曽大 させ る面があ ることを示唆 してい る。

こ うした状況の下 にお いては,従 来 以上 に通信 システ ムの安全性 ・信

頃性対策が重要であ る。

(個人に よって引 き起 こされ るシステ ムの障害)
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電気 通信 システ ムは,対 面取引に よらない取引を可能 とし て い る の

で,こ れが悪用 され ることがあ る。

警察庁の発 表に よれぽ,他 人 のキ ャッシ凸カー ドを使 って金融機関の

現金 自動支払機(CD)か ら 現金を引 き出す事件 や 身代金 目的誘 拐事件

に悪用 され る事例 も発生 してい る。

また,電 気通信 システムの内部の人 間に よって システ ムが悪用 され る

こともあ る。

例えば,日 本電信電話公社職員が通信回線 か ら銀行のオ ンライ ン取引

デ ータを盗聴 し,キ ャッシ ュカー ドを偽造 した事 件や銀行員が,端 末装

置を操 作 し,あ らか じめ開設 した架空人名義の 口座 に振替入金があ った

よ うにみせか けて現金を引 き出 した事 件が これにあた る。

さらに,第 三者に よってシステ ムが破壊 され ることもあ る。

これ には,物 理的 に コンビ_一 タ ・ル ームを破壊 す る事 件 もあれぽ,

電気通信 回線 を通 じて コンピュータにア クセス してデ ータを消去 して し

ま うといった新 しい型 の犯罪 もあ る。

(安全 ・信頼性対策)

こ うした中 で,各 方面か らの対策が必要であ り,郵 政省では,61年6

月の電気通信技術審議会 の電気通信 シス テムにおけ る安全 ・信頼性対策

のガイ ドライ ンの答 申を踏 まえて,62年2月,情 報通信 ネ ッ トワークの

安全 ・信頼性 の具体的 な対策 の指標 と し て,情 報通信 ネ ッ トワー ク安

全 ・信頼性基準を告示 した。

この基準は,情 報通信 ネ ッ トワー クを構成す る設備及び情報通信 ネ ッ

トワー クを構成す る設備を設置す る環境 の基準 であ る設備等基準 と情報

通信 ネ ッ トワー クの設計,施 工,維 持及び運用 の管理 の基準 であ る管理

基準か ら成 っている。

設備基準 には,通 信 セ ンターの分散等 の一般基準,風 害対策,地 震対
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策等 の屋外設備,屋 内設備及 び電源設備 の基準,セ ンターの建築 物,通

信機械室等,空 気調和設備 に関す る環境基準が ある。

管理基準には,ネ ッ トワー ク設計管理 やネ ッ トワーク施工管理 に関す

る設計 及び 施工 管理基準 と ネ ッ トワー ク保全管理,ネ ットワー ク運用

管理,デ ータ管理,非 常事態 へ の 対 応,環 境管理,防 犯 管理,教 育 ・

訓練,現 状の調査 ・分析 及び 改善に関す る維持 及び 運用管理基準があ

る。

(5)個 人 の利益の保護のために

以上 見て きた よ うに,情 報化の進展は,情 報通信 と国民生活 とのつな

が りを強めてお り,個 人 の利益を様 々な形で侵害す る可能性を有 してい

る。 国民 の ものであ る通信 の役割を健 全に果 たす よう情報化を推進 して

い くことが,情 報化が国民 に積極的に受け入れ られ る前提であ り,個 人

の利益 の保護に配慮 してい く必要がある。

また,個 人情報 の収集が増加 している今 日,個 人情報の管理,利 用に

携わ る人間のモ ラルの向上 とともに,制 度的 な手当てが必要 となってい

る。

2情 報活用能力のかん養

情報 化が進展する中で,情 報そ のものに経済的価値が認め られ るよう

にな っている。 また,情 報 内容 も多岐 にわた ってい る。 こ うした中で,

必要 な情報をいか に入手す るのかをは じめ として,情 報 活用能力は ます

ます重要な もの となってい く。

一方 ,情 報 を提供又は伝達す るメデ ィア も,多 種多様 な ものとな り,

これ らを的確 に選択す る必要性 も生 じて きている。 とりおけ,二 一一 メ

デ ィアの普 及が進むにつれて,メ デ ィアの選択,あ るいは メデ ィアの利

用技術等 の情報活用能 力の重要性 も高 まってい く。
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(1)国 民の情報活用能 力に対す る意識

現在 では,必 要な情報 を検索,選 択す ることか ら,情 報 を 使 い こ な

し,行 動に移す ことに至 るまで,幅 広 い情報活用能力 が必要 とされ てい

る。

(情報 の入手は受動的である)

「情報の入手は積極 的であるか」 とい う質問に対 し て は,「 積極的で

は ない」 と思 ってい る人 は37.0%で,「 積極的 であ る」 と思 っている人

(13.8%)を 上回 ってお り,総 じていえば,国 民は情報 の入手 に関 して

受動的 であ る(第2-3-5図 参照)。

第2-3-5図 情報の入手の積極性に対する意識

積極的である わから 積極的である
と 思 う 普 通 な い とは思わない

2,2

一
〇50100%

「情報社会に関する世論調査」(総理府)(60.11)に より作成

また,「 積極 的ではない」 と思 ってい る人 の属性 をみ る と,都 市規模

別 では 「町村部」,性 別では女性,職 業別 では 「農林漁業従事者」及び

「無職 の主婦」におい てそ の割合が高 くな ってい る。

一方
,「 積極 的である」 と思 っている人 の割合 が高 いのは,年 齢層別

では20代 であ り,学 歴 別にみ ると高学歴者にな るほ ど積極的 であ ると思

っている人 の割合が高 くな ってい る。

(必要な情報 の入手)

一方 ,「 必要な情報が 必要 な ときに す ぐに得 られ るか」 とい う質問に

対す る回答は,「 す ぐに得 られ る」(29.2%),「 得 られない」(27.g%),

「一概 にいえない」(32.7%)と 三分 されてい る。 さらに,こ れ を情報入
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第2-3-6図 必要な情報 の入手に対す る意識

心要な情報は わから 必 要 な情 報 は

すぐに得られる 一概にいえない な い すぐに得られない
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「情報社 会に関す る世論調 査」(総 理府)(60.11)に よ り作成

手の積極性についての質問 との関連でみる と,情 報 の収集 に積極的な人

ほ ど,「 必要な情報 はす ぐに得 られ る」 と思 ってい る人 の割合が高 くな

っている(第2-3-6図 参照)。

このこ とを,前 節で述べた国民の情報観 と合わせてみる と,我 が国で

は,マ ス ・メデ ィアが普及 してい るため,特 に積極 的な情報収集活動を

しな くて も全般的な情報 は得 られ るが,特 定 の分野に限 った ときには,

詳細な情報は得に くく,積 極的に情報 収集活動を行わない と情報 は入手

で きない とい うことが分か る。

(必要 な情報の選択 につ いて迷 うことはない)

「一 っの事柄について異 なる内容の情報 があって迷 った こ と が あ る

か」 とい う質 問に対 しては,「 ない」 とい う人 が59.8%,「 あ る」 とい う
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第2-3-7図 異 なる内容の情報があ って迷 った経験の有無

ある330 な い59.8

わ か ら な い

7.2

一〇50100%
「暮ら しと情報通信に関す る世論調査」(総理府)(62.2)に よ り作成

人 が33.0%と な ってお り,国 民は情報の選択について特に迷 っているわ

けではない(第2-3-7図 参照)。

「迷 った ことが ない」 とい う人 の属性 につい て み る と,性 別では女

性,年 齢層 では高年齢層,学 歴別 では 「小 ・旧高小 ・新中卒者」,職 業

別 では 「農林 漁業」 の 自営者,「 労務職」 及び 「無職」 において 高 くな

ってい る。

一方 ,「 迷 った ことが ある」 とい う人 の属性は,性 別 では男性,年 齢

層 では若年齢層,学 歴 別では高学歴者,職 業別 では 「管理 ・専門技術 ・

事 務職」 及び 「商工 ・サー ビス ・自由業」 の 自営者 において高 くな って

お り,こ れ らは,「 情報 は多 いほ うが よい」 と思 ってい る人 の属性 とほ

ぼ一致 している。

(異 なる情報が あって迷 った ときの判断基準)

また,異 なる内容の情報 があ って迷 った場合 の判 断基準 は,「 自分の

知識 や過去 の経験 で判断す る」 人が最 も多 く,次 い で 「どの メデ ィァで

情報 が伝え られ た か で判断す る」 人 とな って い る(第2-3-8図 参

照)。 これ を属性 別にみ ると,「 自分 の知識や過去 の経験 で判断す る」人

が多 いのは男性及 び高年齢層 であ り,「 どの メデ ィアで 伝 え られ ている

か で判断す る」人 が多 いのは女性及び若年齢層であ る。
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第2-3-8図 異なる内容の情報があ る場合の判断基準

(異 なる内容の情報 があ って迷 った ことが 「あ ると回答 した者に対 して質問 した ものであ る。 」)
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「暮 らしと情報通信に関す る世論調査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

さらに,「 信頼できる人に 情報を 選択 してもらいたい」 とは思 ってい

ない人が,国 民 の約半数 とな ってい る(第2-3-9図 参照)。 しか し

なが ら若年齢層については,「 信頼 できる人に 情報を選択 して もらいた

い と思 ってい る」人 の割合が比較的高 くなっている。

第2-3-9図 信頼でき る人に情報 を選択 して もらうことに対す る

意識

一概にいえない 仕事をしていない

仕 事 に 関す る情 報

4.8

暮 ら しに関 す る情報

(衣 ・食 ・1主,交際等)

社 会 的 な 情 報

(政治 ・経済等)

050100%

「暮 らしと情報通 信に関す る世論調 査」(総 理府)(62.2)に よ り作成
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これ らのことか ら,国 民は,多 くの情報が提供 されてい ても,異 な る

内容の情報があ って迷 うことはあま りない。 また,情 報の選 択について

迷 った ときで も,信 頼で きる人 に情報選択をゆだね ることはない。 「迷

った ことがある」 とい う人についてみて も,自 分 の知識,経 験 で判 断す

るな ど,国 民は情報の選択に関 して,か な り高 い 自己 評価 を 与 え て い

る。

しか しなが ら,若 年齢層 につ いてみ られ るよ うに,知 識,経 験 の不足

等に より信頼で きる人 に判断 してほ しい場合が あるとい うこと も示唆 さ

れてい る。

(情報 が多 い ことの不便,不 利益)

情報 が多 いこ との不便,不 利益につ いては,「 情報 が多 くて振 り回さ

れ る」 ことを指摘す る人 が28.2%で 最 も多 く,次 いで 「情報 の正確 さの

判断が困難であ る」(27.9%),「 情報 の選択が 困難 である」(22.6%)と

なってい る(第2-3-10図 参照)。 これ らは,単 に情報が多ければ よ

い とい うものではな く,必 要 な情報を検索 し,選 択す るこ とが重要 であ

る ことを示唆 してい る。

また,「 情報 を使える人 と使 えない人 との格差 が広 がる」 ことを 指i摘

した人が18.4%と これ らに次いで多い ことか ら,情 報活用 能力の差に よ

って個人 間の格差 が生 じることについて も懸 念 され てい る。

情報 が多 い ことにつ いて何 らかの不 便,不 利益 を指摘 してい る人 の割

合が 高い ものの属性 につ いてみ る と,性 別 では男性,年 齢層別 では若年

齢層,学 歴別 では高学歴者 となっている。 すなわち,「 情報は多 いほ う

が よい と思 っている」人は,情 報 の選択や情報が多い ことの不便,不 利

益 といった,情 報に対す る問題意識を合わせ もってい るとい うことが分

か る。

一方
,「 情報 が多 い ことの不便,不 利益」 が 「特 にない」 とい う人は
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第2-3-10図
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22.6%と なっている。層性別にみ ると,性 別 では女性,年 齢層別 では高

年齢層,学 歴別 では 「小 ・旧高小 ・新 中卒者」 となっている。

(情報は うま く使い こな され てい る)

「多 くの情報の中か ら必 要な情報 を正確 に選択 した り,そ の情報 を使

い こな してい るか ど うか」 とい う質問に対 しては,「 正確 に選択 した り,

使 いこな してい る」 と思 ってい る人 は約5%に とどま ってい る。 しか し

なが ら,「 あ る程度 そ うしてい る」 と思 っている人 まで 含め ると 半数以

上 とな り,国 民 は,お おむね,「 情報活用能力 がある」 と評価 している

(第2-3-11図 参照)。

第2-3-11図 情 報 の 選 択,使 い こな しに 対 す る意 識

正確 に選択 した り,あ る程度 あ まりそ う 全 くそ うし

使 いこなしている そ うしてい る わか らない していない て いない

050100%

「暮 らしと情報通信に関す る世論調 査」(総 理府)(62.2)に よ り作成

属性別にみ ると,「 情報活用能 力がある と思 ってい る」人 の割合が 高

いのは,性 別 では男性(63.7%),職 業別では 「管理 ・専門技術 ・事務

職」(68.9%)及 び 「学生」(63.0%)と な ってい る。 また,学 歴 別にみ

ると,高 学歴 にな るほ ど情報 活用能力があ ると思 ってい る人が多 くなっ

てい る。

一方 ,「情報 活用 能力があ ると思 ってい る」人 の割 合がや や低 いのは,

都市 規模別では 「町村部」(49.4%),年 齢層別 では60代(48.8%)及 び

70歳 以上(30.8%),学 歴別 では 「小 ・新 高小 ・新 中卒者」(41.3%),

職業 別では 「農林漁業」 の家族従事者(47・2%)及 び 「無職」(39.8%)

とな っている。 しか しながら,こ れ らの層について も,情 報 活用 能力が
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第2-3-12図 情報 に関す る意識と情報活用能力

(質問に対 して 「わか らない」 と回答 した者)
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「暮らしと情報通信に関する世論調査」(総理府)(62.2)に より作成

あると回答 していものは約4割 であることか ら,総 じていえぽ,国 民は

情報活用能 力につい て自信 を もっている とい うことが分か る。

(情報活用能 力の格差 の現れ)

「異な る内容 の情報があ って迷 った ことがあ るか」,「情報が多い こと

の よい面」,「情報が少ない ことの不便,不 利 益」,「情報は多いほ うが良

いか」 等の 情報観 に関す る質問に対 して,「 わか らない」 と回答 した人

については,「 情報活用能 力があ る」 と思 ってい る人の割合は,平 均 よ

りも少な くなってい る(第2-3-12図 参照)。 こ うした ことか ら,情

報に対す る関心 の薄 さが,情 報活用能力に対す る 自信 の低下 として現れ

てきてお り,個 人間 で情報 活用能力の格差が現れ てきてい るといえ る。

(2)情 報化の進展 と情報 活用能力

暮 らしの中において も情報化が進展 してい る今 日,求 め られ る情報 活

用能力は質的に変化 して きている。
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(必要 な情報を入手す る ことの意味)

かつ ては,情 報が不足 していたため,い か に して少 ない情報 の中から

必要 な情報 を探 して入手するかが,情 報活用能 力 として重要 な意 味を も

っていた。 しか しなが ら,今 日では,情 報 が大量 に提供 され るよ うにな

ってお り,こ れ らの多 くの情報 の中か ら,ど の情報 を選ぶか,内 容を ど

う判 断するか,選 んだ情報を ど う整理するか,結 果 と して ど うい う情報

を引 き出すか な ど,情 報に対す る判断,選 択,整 理,処 理能力等 が必要

とな って きている。

(情報 の質的変 化に伴 う情報認識能力の重要性)

今後,情 報は,ま す ます専門化,細 分化,複 雑化 してい くことが予想

され る。 したが って,情 報 を系統的 に整理 し分類す る能 力,さ らには,

複雑なあ るいは専門的な情報 であ って も,こ れ らの情 報を理解 し,活 用

する能力が必要 とされ る。

また,情 報が短 期間に次々 と提供 され るよ うにな ると,情 報の陳腐化

が激 しくな る。 このため,情 報を迅 速に処理 する能力が必要であ る。

(情報通信 メデ ィアの普及,多 様 化に対する適応能力)

今後は,情 報通信 メデ ィアを,手 軽に使い こな して い くこ とが社会生

活をお くる上 で必要 とな る。 このためには,個 々の情報通信 メデ ィアが

もつ特徴を十分に理解 し,そ の基本的操作方法 を身につ け,特 徴に合わ

せ て使 い こなす ことが必要 である。

多種 多様 な情報通信 メデ ィアを 自由に使 い こな す こ と で,情 報 の収

集,整 理,処 理能 力が向上 し,暮 らしが よ りよい ものに なる ことが期待

され る。 さらに,パ ソコン通信等 の普及 に よ り,こ れ まで少 なか った個

人の情報発信能 力について も増大す る ことが期待 され る。

(個人の影響 力の拡大へ の対応)

これ まで個人は,マ ス ・メデ ィア等 に よる情報 の供給 に対 して,自 分
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が被害者 とな るか もしれ ないことを心配 していれ ぽ よか った。

しか しなが ら,今 後 は,個 人か らのデータベース等へ のア クセス,情

報の発信等が増大す る ことに より,個 人 が加害者 とな るおそれが出て く

る。例 えば,操 作 ミス等 で,誤 った注文を出 した り,他 人 の情報を入 手

した り,デ ータを破壊 した りす ることな どが起 こることもあ りうる。

そのため,自 分が加害者 とな り得 ることを十分に 自覚 した上 で,自 分

が入手,発 信す る情報が他 の人 々や社会に どの ような影響 を及ぼすかを

的確に判断,認 識 し,適 切 な行動 をとることが必要 とされ る。 このため

の前提 として,す べ ての人 々が社会的ル ールである 「情報モ ラル」 とで

もい うべ き情報 に対す る責任感 を もつ ことが重要 である。

(3)情 報活用能力のかん養 のための方策

個人が情報化の利益 を享受で きるか,あ るいは情報化 の渦に巻 き込 ま

れて しま うかは,情 報活用能力を身につけ てい るか ど うかに よって大 き

く左右 され る。 また,情 報化の利益 を どの程度享受で きるか に つ い て

も,格 差が生 じる。 さらに,い ったん生 じた格差は,累 積 的に拡大 され

る可能性 が強い。

このため,今 後,情 報及び情報通信 メデ ィアの主体的な選択,情 報活

用能力のかん養に関する機会均等 を実現 してい くことが重 要であ り,ま

た,そ のための方策を検討す る ことが重要であ る。

(情報活用能 力のかん養 と教育)

情報活用能 力のかん養のためには,今 後,人 生 の早 い時期か ら,適 時

性 に配意 しつつ,学 校 をは じめ様 々な教育機関において,情 報活用能力

の育成に取 り組む ことが必要 で あ る。 そ の際,こ れ までの 「読 ・書 ・

算」 の もつ教育 としての基礎的 ・基本的 な部分をおろそかにす るこ とな

く,新 たに情報活用能 力を基礎 ・基本 として重視 し,学 習者 の発達段階

に合わせ て,そ の育成 に本格的に取 り組 まなければな らない。
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また,CAI(ComputerAssistedInsu7uction)等 の導入は,効 率的学

習を促進する とともに,情 報活用能力の育成につなが る面 も大 き く,そ

の積極 的な推進 を図る ことが必要であ る。 ・

情報化の進展 に よ り,社 会 の様 々な局面で変化が生 じて きてい る。 さ

らに これは,長 期 にかつ社会の多方面にわた って様 々な変化 を も た ら

す。 こ うした ことか ら,世 代を問わず,高 度情報化に対応す るための生

涯学 習 も重要 である。

3よ りよい暮らしのための通信の課題と展望

郵便,電 話,放 送 の基幹通信 メデ ィアの発達 に よって,情 報化 は大 き

く進展 した。 暮 らしの中の 情報化 を促進 させ てきた 生 活の合理化,余

暇 ・生活の充実等 の ニーズは,核 家族化 の進展,高 学歴化,女 性 の社会

進 出,労 働時 間の短縮,余 暇時間 の増大等 の社会経済 の変化 の中で,今

後 よ り強 まるもの と考 え られ る。 この ような暮 らしの中の情報化 を進展

させ る通信の動 向につ いて展望す る と,次 の ような ことが予想 され る。

(1>マ ス ・メデ ィアと暮 ら しの情報化

今 日,国 民 は情報を選択 した り使い こな した りす る能力に対 して,あ

る程度 自信 を もっている。 また,国 民は更に多 くの情報が提供 され るこ

とを期待 している。その一方で,既 存 メデ ィアの多機能化,あ るいは メ

デ ィアの多様化が始 まってい る。 しか しなが ら,現 実には,国 民は大部

分の情報を基幹通信 メデ ィアを通 して入手 してい る。

基 幹通信 メデ ィアの特性は,基 本的,汎 用 的な ものであ る。 しか しな

が ら,マ ス ・メデ ィア,こ の中で もと りわ け放送 は,個 別 の ニーズを網

羅 した上 で,そ の豊富な取材 力 と安定 した経営基盤 に よ り,情 報 の大量

提供を行 ってい る。国民の意識 ・価値観 の多様化や 国際化 の進展 に ょっ

て,情 報に対する ニーズも高度 化 ・多様化 してきているが,放 送 は,そ
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れ らの多様 な個別 の情報 ニーズに も対応す ることが可能 なメデ ィアであ

る。

60年 世論調査 に よれば,「 情報を何か ら得た いか」 とい う質問に 対 し

て も,「 テ レビ」や 「新聞」 とい う人が大多数 とな ってお り,国 民は,

基本的 なマス ・メデ ィアであるテ レビ及び新 聞に情報源を今後 とも求め

てい る(第2-3-13図 参照)。

第2-3-13図 今後,情 報を何から得たいか
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(2)ニ ュー メデ ィアの出現 とその普及

(暮 らしの中の情 報通信 メデ ィアの変化)

現在,暮 らしの中の情報化 は,郵 便,電 話及びテ レビジ ョン放送が中

心 となってい る。 一方 では,パ ソコ ン通信,ビ デオテ ックス,衛 星放

送,文 字放送等の新 たな通信 メデ ィアの普及が進んでい るほか,都 市型

CATVも 出現 しつつあ る。

また,生 活様式が個性化す る ことに よ り,メ デ ィアの活用形態,視 聴

態様 の多様化が進 み,一 つ の メデ ィァにつ いて も,多 機能化に対す るニ

ーズが現れてい る。 この よ うに,暮 らしの中にお いて も通信 の多様化が

始 まってい る。

(二 茜一メデ ィアの登場 と暮 らしの情報化)

現在,高 度 化 ・多様化す る ニーズに こた えて,ニ ュー メデ ィアが登場

して きてお り,今 後 の情報化 の進展 のために,大 きな役割が期待 されて

い る。 しか しなが ら,基 幹通信 メデ ィアには汎用性が あって,多 種多様

な情報が提供 され ている。 ニュ・一メデ ィアを情報源 として求め ている人

はわずかであ る。

しか しなが ら,現 在,ビ デオテ ックスの普及が当初 の予想 を著 しく下

回 ってい るよ うに,暮 ら しや個人の レベルでの ニューメデ ィア の 利 用

は,端 緒 につ いたば か りである。

(端末の複 合化 とニュー メデ ィアの普及)

暮 らしの中にニ ューメデ ィアが普及す るため には,導 入 コス ト,通 信

料,操 作 の容 易性等 が大 きなか ぎ となる。現在,電 話を フ ァクシ ミリ,

パ ソコン,キ ャプテ ン等 と複合 させた端末機器 の開発,販 売が進め られ

てい る。 ニューメデ ィア機器 は,既 に暮 らしの中の情報化の主役 となっ

てい る電 話機,テ レビジ ョン受信機等 の端末機器 との複合化に ょ り,普

及のテ ンポを早 め得 ることがあ り得 る。
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(ニ ューメデ ィアの普及 のために)

高価 なメデ ィアであ って も,か つ てのテ レビの ように,魅 力ある情報

の入手が可能 な メデ ィアに対す るニーズは強 い。 このよ うに,コ ス トの

問題 と合わせて,情 報内容 の充実が普及の大 きなか ぎとな る。

テ レビは,最 初は極め て高価であ ったが,そ の魅力の大 きさに よって

普及が進み,今 日では暮 らしの中に完全に定着 して いる。 テ レビは,戦

後登場 した ニューメデ ィアの中で最 も成功 した もの といえ る。 この成功

例は,今 後の ニューメデ ィアの普及のための参考例 となろ う。

現在,暮 ら しの中への普及が低迷 している ビデ オテ ックスの ような静

止 画検索 シス テムも,単 な る案 内情報だけでな く,他 の メデ ィアでは得

られ ない情報を暮 らしの中 に提供で きる ように なれば,利 用が増大する

ための一つの大 きな契機 となる。

二 _一 メデ ィアが今後発展するためには,従 来の メデ ィアに ないよ う

な情報 内容の質的な充実を図 ることが極め て重要なか ぎとなる。そのた

めには,ち みつな情報入手 と,そ れ を行 い得 るだけの人材 の確保及び経

営基盤の確立 が急務 であ る。

(3)余 暇時 間の増大 と新たなメデ ィアの活用

高齢化,労 働時間 の短縮等に よる個人 の自由時間の増大 に伴い,新 た

に個人の余暇時 間を どう使 ってい くか とい うことが,個 人生活の充実に

とって重要 となる。余暇時間を活用 して,精 神的充 足を求め る動 きがあ

る。

特に,情 報通信 システ ムには,社 会か らの孤 独感 か ら仲間を求め る手

段 として活用 され る潜在需要がある。電話やパ ソコン通信の よ うに,対

話型の通信 メデ ィアに加えて,共 通蓄積領域 を利用 して情報を伝達,交

換する電子 掲示板,伝 言 ダイヤル通話等 のシステ ムが出現 してい る。今

後,こ れ らに対す るニーズは よ り高 まる と考え られ る。
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(4)情 報化の進展 と住環境

女性の社会進 出が進む に したが い,家 事の合理化 あるいはホー ムセキ

ュ リテ ィの面か ら,ホ ームオー トメーシ ョンに対す る需要 が高まる と考

え られ る。 また,快 適 な住居づ く りのために,ニ ュー メデ ィア機 器が効

果的 な役割を果たす ことが期待 され ている。今後は,ホ ー ムバスシステ

ムを組み込んだ ニューメデ ィアに対応す る住居(イ ンテ リジ ェン トハウ

ス)等 が建築 され,暮 ら しの中の情報 化の基盤 の整 備が進 んでい くこと

が期待 され る。

また,各 種 の情報通信を活用する ことに よって,特 に女性が家庭の中

で作業 で きる可能性が増大する。 と りわけ,翻 訳,プ ログラ ミング等の

業務 について,女 性 の在宅勤務の出現が考え られ る。

(5)よ りよい暮 ら しのための情報化の進展

よ りよい暮 らしのためには,情 報量が増大 し,情 報 内容が 質的に充実

する ことが必要 とされ る。 こうした 中で,既 に述べた ようにプ ライバ シ

ーの保護等の個人 の利益 を確保 しなが ら
,増 加 してい く情報 を活用 して

い くこと,あ るいは 自ら全 国的に情報 を生み 出す ことが重要 であ る。 こ

のために も,情 報活用能 力をかん養 し,個 人 間の格差 を生 じない ように

す ることが重 要であ る。

(6)高 度情 報社会 と暮 らしの情報化

来 るべ き高度情報社会においては,暮 ら しの中 のあ らゆ る局面 で多種

多様 な情報が提供 され る ようにな る。そ の結果,家 庭 内に いなが らに し

て情報 を入手す る ことか ら各種 の手続 きを行 うこ とに至 るまでが可能 と

な り,多 くの場面 で生活が合理化 され る。 さ らに,友 人 ・知人相互 間に

おいては,コ ミ凸ニケ ーシ ョンが増大 し,こ れ に よ り新た な社会的連帯

の輪が形成 され るよ うにな る。 しか しなが ら,一 方 では,人 と人 との直

接的な接触の減少,プ ライバ シーの侵害,情 報 の一方 的供給等 の解決す
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べ き問題点 があ る。 また ,新 しいサ ービスの利用に当た っては,情 報化

の進展 を想定 していなか った法 制度上 の問題の解 決等を図ってい く必要

があ る。

今後,新 しいサ ー ビスを普及させ,暮 らしの中の情報化 を進展 させ る

ためには,こ れ らの問題点 の解決 とともに,端 末機器 の購入価格,利 用

料金 の低廉化 あるいは,情 報内容やサ ー ビス内容の充実を図 ることが重

要である。




